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１． 食肉処理施設の現状 

（１）  食肉処理施設の設置数 

平成２６年の食肉処理施設の試験研究機関等の付属と畜場及び簡易と畜場を含んだ食肉処

理施設の設置数は１９２ヵ所となっている。食肉処理施設は戦後の食糧難に対応するため地方

公共団体が各地域に設置したことから、昭和３５年には８７５ヵ所が設置された。当時は冷蔵施

設がなく、家畜商等により集荷された家畜はその日のうちにと畜・解体され食肉販売業者に引き

渡すことが必要であったことから各地域に設置された。その後、コールドチェーンシステムが普

及し食肉流通の広域化が可能となったことや、食肉の需要の拡大に伴い肉畜の主産地形成が

なされたこと等から、食肉処理施設の統廃合による再編整備が行われた。食肉処理施設の設置

数は昭和３５年に比べ昭和４５年 ７８％、昭和５５年 ５５％と急激に減少してきた。その後も食

肉の輸入自由化の進展や O－１５７：Ｈ７やＢＳＥの発生に等主として外部情勢が原因となって

統廃合が進められてきている。これは経営的な面で外部情勢の変化に対応できなくなってきて

いることが統廃合の直接的な原因である。 

表－１ 食肉処理施設数の推移 

区分 Ｓ35 40 45 50 55 60 Ｈ元 ５ 10 15 21 24 

一般 730 699 612 508 449 416 387 347 287 212 201 194 

簡易 145 128 75 51 38 34 30 27 22 16 12 11 

計 875 827 687 559 487 450 417 374 300 228 213 205 

統廃

合の

要因 

 

 

（２）  食肉処理施設の規模 

我が国の食肉処理施設の特徴として処理能力規模が小さいことがあげられる。１日当たりの

処理能力で見てみると大動物（牛など）については、５０頭以下が半分を占め、小動物（豚など）

については５００頭以下が半分を占めている。 

  

飼養規模の拡大 

畜産生産地の移動 

食肉の輸入自由化 

O-157、BSEの発生 

コールドチェーン 
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表－２ 食肉処理施設の処理能力別の規模割合     

大動物（牛等）                                           （頭、箇所、％） 

区分 

0 

～ 

9 

10 

～ 

29 

30 

～ 

49 

50 

～ 

69 

70 

～ 

89 

90 

～ 

109 

110 

～ 

129 

130 

～ 

149 

150 

～ 

169 

170 

～ 

189 

190 

以上 
計 

設 置 

箇所数 
12 30 34 34 8 16 7 2 5 5 6 159 

割 合 7.5 18.9 21.4 21.4 5.0 10.1 4.4 1.3 3.1 3.1 3.8 100 

 

小動物（豚等）                                            （頭、箇所、％） 

区分 

0 

～ 

99 

100 

～ 

299 

300 

～ 

499 

500 

～ 

699 

700 

～ 

899 

900 

～

1099 

1100 

～ 

1299 

1300 

～ 

1499 

1500

～

1699 

1700 

～ 

1899 

1900

～ 

2499 

2500 

～ 

2999 

3000 

以上 
計 

設 置 

箇所数 
37 30 26 27 16 15 10 9 2 2 2 1 1 178 

割 合 20.8 16.9 14.6 15.2 9.0 8.4 5.6 5.1 1.1 1.1 1.1 0.6 0.6 100 

 

（３）  ブロック別のと畜能力、出荷頭数、処理頭数、稼働率、処理能力率 

統計数値のある平成２１年のブロック別のと畜能力、出荷頭数、処理頭数、食肉処理施設の

年間稼働日数を２４０日とした場合の稼働率（処理頭数/と畜能力）及び出荷頭数に対すると畜

能力数を示す処理能力率（出荷頭数/と畜能力）を示したのが表-３である。 

食肉処理施設の経営に直接的に影響する要因は稼働率である。 

稼働率と関係している要因としてブロック内での出荷頭数と食肉処理施設のと畜能力の関係

があり、それを示したのが処理能力率である。 

ブロック内で生産された家畜はブロック外へ出荷頭数されたり、ブロック外から搬入されること

があり、稼働率と処理能力率は完全には相関しないが、おおむね相関関係にあることがわかる。 

稼働率を上げるためにはブロック内での出荷頭数に見合うと畜能力にすることが必要であるこ

とを示している。 
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表－３ 食肉処理施設の大動物・小動物別、ブロック別と畜能力数、出荷頭数、処理頭数、稼働

率、処理能力率 

大動物（牛等）                                            頭、％ 

地域 と畜能力 出荷頭数 処理頭数 
稼働率 

（Ａ） 

処理能力率 

（Ｂ） 
（Ａ）－（Ｂ） 

北海道 248,000 257,000 207,000 83.5 103.6 △ 20.1 

東北 211,000 163,000 101,000 47.9 77.3 △ 29.4 

関東・東山 518,000 196,000 276,000 53.3 37.8 15.5 

北陸 45,000 14,000 15,000 33.3 31.1 2.2 

中部 165,000 85,000 75,000 45.5 51.5 △ 6 

近畿 619,000 45,000 155,000 25.0 7.3 17.7 

中国 138,000 64,000 52,000 37.7 46.4 △ 8.7 

四国 80,000 39,000 40,000 50.0 48.8 1.2 

九州 428,000 354,000 298,000 69.6 82.7 △ 13.1 

沖縄 12,000 7,000 4,000 33.3 58.3 △ 25.0 

 

稼 働 率：処理頭数／と畜能力 

処理能力率：出荷頭数／と畜能力（食肉処理施設の配置の適正度合） 

（ A - B ）：プラスの場合は、ブロック外からの牛等の搬入がブロック外への搬出より多かったこと

を示し、マイナスの場合はブロック外への牛等の搬出がブロック外からの搬入より多

かったことを示す 
 

小動物（豚等）                                             頭、％ 

地域 と畜能力 出荷頭数 処理頭数 
稼働率 

（Ａ） 

処理能力率 

（Ｂ） 
（Ａ）-（Ｂ） 

北海道 1,391,000 992,000 990,000 71.2 71.3 △ 0.1 

東北 3,279,000 3,068,000 2,630,000 80.2 93.6 △ 13.4 

関東・東山 7,524,000 4,651,000 5,047,000 67.1 61.8 5.3 

北陸 604,000 532,000 577,000 95.5 88.1 7.4 

中部 1,680,000 1,255,000 1,195,000 71.1 74.7 △ 3.6 

近畿 366,000 112,000 218,000 59.6 30.6 29.0 

中国 653,000 415,000 255,000 39.1 63.6 △ 24.5 

四国 1,071,000 591,000 657,000 61.3 55.2 6.1 

九州 6,534,000 4,998,000 5,044,000 77.2 76.5 0.7 

沖縄 490,000 348,000 347,000 70.8 71.0 △ 0.2 

 

稼 働 率：処理頭数／と畜能力 

処理能力率：出荷頭数／と畜能力（食肉処理施設の配置の適正度合） 

（ A - B ）：プラスの場合は、ブロック外からの豚の搬入割合を示す、マイナスの場合はブロック

外への豚の搬出割合を示す 
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（４）  食肉処理施設の設置者、業務形態 

食肉処理施設を「設置者別」に分類すると、地方公共団体が設置した食肉処理施設、株式会

社等民間団体が設置した食肉処理施設及び農協等が設置した食肉処理施設に分けられる。

株式会社等民間団体の中には地方公共団体、農協等が出資した、いわゆる第三セクターが含

まれている。 

また、地方公共団体が設置した食肉処理施設はその管理を株式会社や農協等に委託して

いる場合が多くなっている。 

次に食肉処理施設を「業務形態別」に分類すると「委託により食肉処理を行う経営体」と「買

取により食肉処理を行う経営体」に分けられる。「委託により食肉処理を行う経営体」は食肉卸

売市場を併設している食肉処理施設と併設していない食肉処理施設に分けられる。 

業務内容から分類するとと畜・解体のみを行う経営体、と畜・解体と部分肉処理を行う経営

体及び枝肉、部分肉、内臓を販売する経営体に分類できる。「買取により食肉処理を行う経営

体」は枝肉、部分肉販売を行う経営体と食肉加工製品の製造・販売を行う経営体に分類する

ことができる。 

表－４ 食肉処理施設の業務形態  

分 数 業 務 内 容 

委 託 方 式  と畜・解体、内臓処理（内臓販売） 

 と畜・解体、内臓処理、食肉市場（内臓販売） 

 と畜・解体、内臓処理、部分肉処理（内臓販売） 

 と畜・解体、内臓処理、部分肉処理、食肉市場（内臓販売） 

買 取 方 式  と畜・解体、内臓処理、部分肉処理、加工、内臓販売 

食肉製品販売（肉畜生産） 

 

（５）  食肉処理施設の作業 

食肉処理施設のと畜・解体及び部分肉処理作業の作業能力（時間当たりの処理頭数）は、と

畜・解体作業及び部分肉処理作業とも規模が大きい程大きくなっている。これは作業人員及び

作業時間によるものである。 

一方、作業効率（１人時間当たりの処理頭数）は規模による差が見られない。 

他の製造業と異なり、規模の大小は作業効率に影響していないことを示しており、食肉処理

作業は機械化がなされず主として人手により行われていることを示している。 
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表－５ と畜・解体及び部分肉処理作業の畜種別作業効率、作業能力 

処
理 
区
分 

畜
種 

規 模 
施
設
数 

作業の概要（実績） 作業の概要 

処 理 
稼働率
（％) 

1日平
均処理
頭数 

平均従
業員数 

1日平
均作業
時間 

1人 1
日当た
りの処
理頭数 

1時間
当たり
の 

処理頭
数 

1人 
1時間
当たり
の 

処理頭
数 

と
畜 

牛 

大規模 30 95.0 19.4 4.0 4.9 23.7 1.22 59.9 
中規模 16 56.4 11.4 3.2 5.0 17.7 1.56 54.7 
小規模 14 44.9 10.0 3.4 4.5 13.1 1.31 64.7 
全体平均 60 73.0 12.7 3.7 5.7 20.0 1.57 59.7 

豚 

大規模 33 1,267.6 35.3 5.7 35.9 223.9 6.34 71.5 
中規模 20 576.9 21.0 4.5 27.5 127.2 6.06 65.7 
小規模 13 268.9 13.3 3.0 20.2 89.6 6.72 60.0 
全体平均 66 861.6 25.1 4.8 34.4 178.5 7.12 67.6 

部
分
肉
処
理 

牛 

大規模 22 36.7 17.9 7.4 2.1 5.0 0.28 57.5 
中規模 11 26.9 20.9 7.1 1.3 3.8 0.18 63.6 
小規模 4 28.3 13.5 6.1 2.1 4.6 0.34 42.8 
全体平均 37 32.9 9.0 7.1 3.7 4.6 0.51 57.4 

豚 

大規模 24 593.6 55.9 7.8 10.6 75.8 1.36 82.0 
中規模 12 343.7 43.7 8.1 7.9 42.2 0.97 80.7 
小規模 3 81.7 20.7 6.5 3.9 12.6 0.61 92.0 
全体平均 39 477.3 23.5 7.8 20.3 61.3 2.61 82.5 

 

（６） と畜料金 

と畜料金は、牛の場合は 8,000 円～10,000 円が中心となっている。豚の場合は、1,800 円～

2,200円が中心となっている。 

表－６、牛及び豚のと畜料金                                （単位：箇所、％） 

牛 

と畜料金区

分 

5,000

円未満 

5,000

～

6,000 

6,000

～

7,000 

7,000

～

8,000 

8,000

～

9,000 

9,000

～

10,000 

10,000

円以上 
合計 

施設数 1 4 8 10 13 10 11 57 

構成比 1.8 7.0 14.0 17.5 22.8 17.5 19.3 100.0 

          

豚 

と畜料金区

分 

1,400

円未満 

1,400

～

1,600 

1,600

～

1,800 

1,800

～

2,000 

2,000

～

2,200 

2,200

～

2,400 

2,400

円以上 
合計 

施設数 1 4 13 16 19 8 3 64 

構成比 1.6 6.3 20.3 25.0 29.7 12.5 4.7 100.0 
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（７） 排水処理 

食肉処理施設の排水処理は多くが活性汚泥法により行われ河川放流、下水放流となっている。

排水処理の経費は、大規模では３０百万円程度、小規模では１０百万円程度となっている。排水処

理過程で排出される余剰汚泥の処理費は大規模では２０百万円程度、小規模では４百万円程度を

要している。 

 

表－７ 排水処理能力、排水処理実績、処理コスト               （単位：箇所、ｔ/日、％） 

規 模 施設数 
処理能力 

(ｔ/日) 

処理実績 

(ｔ/日) 

年間処理費用 

(千円/年) 

トン当たり 

コスト(円/ｔ) 

大規模 32 1,726 1,314 28,498 94 

中規模 19 850 583 15,687 121 

小規模 15 568 381 9,571 115 

全 体 66 1,211 891 20,398 101 

 

表—８ 余剰汚泥の処理費用 

（単位：箇所、千円/年・施設） 

規 模 
自社処理 外部処理 全 体 

施設数 平均費用 施設数 平均費用 施設数 平均費用 

大規模 11 8,938 18 19,063 27 19,911 

中規模 5 4,394 15 7,262 15 7,659 

小規模 4 845 9 4,862 11 4,187 

全 体 20 6,183 42 11,805 53 13,180 

 

（８）  経営状況 

食肉処理施設の経営状況を見てみると、委託方式については経営的に厳しい状況となって

いる。これは、主な収入源がと畜料金や部分肉処理料金であり、現状の稼働率では製造原価に

見合った収益が得られないことによるものである。 

委託方式の食肉処理施設の経営改善を図るためには、と畜料金を値上げするのか、稼働率

を上げるかにより収益を増加するのか又は経費の削減を行うのかの対応策が必要となるが、と畜

料金は集荷の関係で他の食肉処理施設と横並びに設定せざるを得ないことや肉畜の飼養頭数

が減少傾向で推移していく中で、稼働率を上げることは困難である。 

一方、経費の削減については食肉処理施設の場合、経費の７割程度が固定費であり、そのう

ち、５割程度が人件費であることから、経費の削減のためには、人件費の削減が必要になるが、
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人件費の削減は食肉製品の品質に影響し、ひいては肉畜の集荷に影響することから困難とされ

る場合が多い。 

このため、委託による食肉処理施設の場合も食肉製品の販売により売上高を増加し、収益性

を向上することで経営の継続を図る場合が増加してきている。 
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２． 再編整備後の事業計画の策定方法 

（１） 目的・目標の設定 

食肉処理施設の再編整備計画とは、再編整備後に実施すべき目的・目標を達成するため

の「道すじ」であるということができる。すなわち、食肉処理施設の現状に対して、どのような手

段を使って再編整備役に目的・目標を達成するのかを示すものであるということができ、再編

整備計画を策定するに当たっては、まず目的・目標を設定することが必要である。 

ア．  食肉処理施設の再編整備計画を策定する場合、「目的」、「目標」の設定がなかったり、不

十分な場合が見られる。再編整備の計画を策定するに当たって、家畜の処理規模や資金

の調達方法や施設整備の内容などに検討内容が集中し、目的や目標の検討が不十分な

場合が見られる。目的は食肉処理施設が再編整備後に進むべき方向を示すものであり、再

編整備計画の策定に当たって基礎となるべき事項であることから再編整備計画の策定に当

たっては、まず「目的」を設定することが必要である。「目標」は、目的に「達成時期・達成レ

ベル」を付与したものであり、「いつの時点でどのようなレベルにするのか」を示したものであ

り目的のマイルストーンであるということができる。 

イ．  再編整備計画における目的は、再編整備において何を達成したいのかを示したものであ

り、目標は目的とする事項を「いつまでに」、「どのような」水準で達成するのかを設定するこ

とである。 

目的の事例として、「高品質で衛生的な食肉を生産する処理体制を構築し、安全・安心

な食肉を供給する。」、「安定した経営の継続ができる経営体を構築する。」等である。目標

の事例としては、「整備後○年までにＨＡＣＣＰシステムを構築する。」、「整備後○年までに

営業利益○○千円を計上できる経営体制を構築する。」等である。 

（２） 環境分析 

食肉処理施設の再編整備計画は、目的・目標を達成するために現状と目的・目標のギャッ

プをどのようにして埋めるのかを指し示す「道すじ」であることから、再編整備計画の策定に当

たっては、「目的・目標」の設定とともに、食肉処理施設のおかれている状況を正確に把握する

ことが必要である。 

食肉処理施設の置かれている現状を把握するためには、食肉処理施設を取り巻く状況とし

ての「外部環境」と食肉処理施設自体の状況としての「内部環境」に分けて整理することが必

要である。 

 

食肉処理施設の置かれている状況を把握するための手法として、一般の企業が経営改善

計画や将来の経営計画に当たって用いている「経営戦略」のフレームワークを使うことにより再

編整備計画策定に必要な現状分析を行うことができる。 
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外部環境分析はマクロな外部環境と食肉処理施設の業界分析（関係者（ステークホルダー）

分析）に分けて分析することが必要である。 

内部環境分析は食肉処理施設の施設の現状、技術の状況、経営の状況を分析することが

必要である。 

外部環境分析の目的は、食肉処理施設にとっての「機会」と「脅威」を明らかにすることであ

り、内部環境分析の目的は食肉処理施設の「強み」と「弱み」を明らかにすることである。 

ア． 外部環境分析の方法 

（ア） マクロな外部環境分析の方法 

食肉処理施設を取り巻く外部環境として、マクロな外部環境と食肉処理業界について

分析することが必要である。マクロな外部環境の分析についてはノースウェスタン大学の

フィリップ・コトラー教授が考案した「ＰＥＳＴ分析」のフレームワークを活用することが有効

である。 

「ＰＥＳＴ分析」は、食肉処理施設の経営に影響を与える項目として、Ｐ：Ｐｏｌｉｔｉｃｓ（政

治）、Ｅ：Ｅｃｏｎｏｍｙ（経済）、Ｓ：Ｓｏｃｉｅｔｙ（社会）Ｔ：Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（技術）の４つの観点から

分析し、マクロな面からの食肉処理施設にとっての「機会」と「脅威」を明らかにする手法で

ある。 

マクロな外部環境の分析目的は、マクロな外部環境のどの項目が食肉処理施設にとっ

て「機会」又は「脅威」となるのかを明らかにすることであり、ＰＥＳＴ分析のフレームワークを

活用したマクロな外部環境分析に当たっては単に項目を羅列するのではなく、①食肉処

理施設業界やその関係者に影響の高い項目は何か、②なぜこの項目が食肉処理施設

やその関係者に影響を与えるのか、③この項目が食肉処理施設に影響を与える程度は

どのくらいか等を検討し分析することが必要である。 

ＰＥＳＴ分析のフレームワークを活用したマクロな外部環境の事例は次のとおりであるが、

外部環境の項目は食肉処理施設の状況によっては「機会」となる場合と、「脅威」となる場

合があるので注意が必要である。 
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ＰＥＳＴ分析を活用したマクロな外部環境分析の事例 

分類 事項 分析 

政治 ・環太平洋パートナーシ

ップ（TPP）交渉の大筋

合意 

 

 

 

 

 

・食品の衛生管理の

HACCPシステムの義務

化の進展 

（機会） 

・食肉輸出国先の輸入枠拡大及び関税の低減

化に伴う食肉輸出の増加 

・TPP 対策関連予算の増額 

（脅威） 

・食肉の輸入関税率の低減に伴う外国産食肉の

輸入量の増加に伴う肉畜の飼養頭数の減少 

（機会） 

・HACCP システムの導入により、肉畜の集荷や

製品の販売が有利になる。 

（脅威） 

・HACCP システムが導入できない場合は肉畜の

集荷や製品の販売が不利になる。 

経済 ・円レートの低下 （機会） 

・輸出用食肉価格の低減化に伴う食肉輸出の増

加 

（脅威） 

・光熱費等の増加に伴う食肉生産コストの増加 

社会 ・人口の減少：老齢化の

進展 

（脅威） 

・食肉需要量の減少に伴う肉畜飼養頭数の減少 

・職員の採用が困難となる。 

技術 ・食肉処理の自動化の

進展 

（機会） 

・自動化システムの導入により、人手不足に対応

できるとともに、人件費の削減が図れる。 

（脅威） 

・過大な投資は経営の悪化をもたらす。 
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（イ） 食肉処理施設業界の分析方法 

外部環境の分析のもう一つは食肉処理施設業界分析である。この分析は食肉処理施

設間の競合や食肉処理施設の関係者（ステークホルダー）の関係を分析することである

が、その方法としてハーバード・ビジネススクールのマイケル・ポーター教授が考案した５

Forces分析のフレームワークを活用することが有効である。 

５Forces とは食肉処理施設の経営に影響を与える５つの力として「食肉処理施設間の

敵対関係」、「新規参入者の脅威」、「代替品の脅威」、「供給者の交渉力」、「顧客の交渉

力」の５つの力を分析することであるが、食肉処理施設の業務内容から見て「代替品の脅

威」は無視できるものと考えられそれ以外の４つの力についての調査分析が必要である。 

食肉処理施設の業務形態は大きく分けて委託方式と買取方式に分類されるが、買取

方式の場合は供給者は肉畜生産者であり顧客は食肉流通業者であるが、委託の場合は

委託業者である流通業者、生産者、農協が供給者であり顧客となる。また、食肉処理施

設は多くのステークホルダーが関係しており、ステークホルダーの関係や取引状況を分析

することが必要である。 

食肉処理施設のステークホルダーは複雑に関連しており、再編整備が実施された場合

ステークホルダーそのものが大きな影響を受けることから、再編整備計画の策定及び実

施段階で直接的、間接的な影響を受けることとなることから、ステークホルダーについては

十分に調査をすることが必要である。 

特に慣習的な権利関係を含めてきめ細かい調査が必要であり、必要に応じステークホ

ルダーに直接ヒヤリングすることが必要である。ステークホルダーの調査分析に当たって

は「ステークホルダーの関連図」及び「取引図」を整理し、「ステークホルダーの交渉力」に

ついて整理することが必要である。 

食肉処理業界の分析の目的は、食肉処理施設が再編整備計画を作成するに当たって

の食肉処理施設間の競合状況、供給者及び顧客の関係を調査し、食肉処理業界の「機

会」と「脅威」を明らかにすることであるが、同時に再編整備計画の実施に当たって、これ

らステークホルダーが受ける影響の状況を調査することでもある。 
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ステークホルダー関連の事例図（委託試、卸売市場併設） 

 

 

食肉処理施設の取引の事例図（委託試、卸売市場併設） 
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食肉処理施設の取引図（買取方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．内部環境分析 

内部環境分析は再編整備対象の食肉処理施設の業務実施面、経営面及び技術面等

食肉処理施設の実態を調査・分析し、再編整備に当たって成功要因となる「強み」や弱点

となる「弱み」を分析する。 

食肉処理施設の「強み」と「弱み」を整理することは、再編整備に当たって「強み」をどの

ように生かし、「弱み」にどのように対応して、目的・目標を達成するのかを検討するための

重要な手法でありできるだけ客観的に正確に分析することが必要である。 

内部環境分析のフレームワークとしてマイケル・ポータ教授が考案した「バリューチェー

ン分析」を活用すると有効である。 

食肉処理施設の実態を調査する場合、施設面、業務実態面、組織面、および経営面等

に分けて整理することが必要である。施設面で、衛生管理を行うに当たっての利点と問題

点、業務実施面では、食肉の品質及び衛生面での利点と問題点、組織面では業務実施

上の利点と問題点、経営面では利益がでる構造になっているのかどうか等について、数値

等を用いてできる限り客観的に調査分析することが必要である。内部環境分析手法として

「バリューチェーン分析」の内容と経営分析について説明する。 
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事業項目 肉畜の集荷 と畜・解体
内臓処理
販売

部分肉
処理

枝肉・
部分肉出荷

（バリューチェーン分析の実例） 

バリューチェーン分析は食肉処理施設の活動を「主活動」と主活動を支援する支援活

動」に分け分析する手法である。委託によりと畜・解体を行い枝肉、部分肉を食肉流通業

者に供給している場合は、主活動は「肉畜の集荷」、「と畜・解体」、「内臓処理」、「部分肉

処理」、「副産物の販売」等である。 

一方、支援活動は主活動を支援するための活動であり、施設等の管理、労務管理、衛

生管理、技術管理、製品管理等である。主活動及び支援活動の実態を整理することで食

肉処理施設の「強み」、「弱み」を明らかにすることができる。 

 

バリューチェーン分析（食肉処理施設（委託）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委託による と畜・解体 部分肉処理を行っている食肉処理施設のバリューチェーンの事例） 

 

 

実施 
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シ ス テ ム
導入 

  

           

価値    赤字  黒字  黒字   

 

バリューチェーンにより食肉処理施設の成功要因（KFS（Key Factor for Success））を明

らかにし、再編整備に当たって KFS をどのように生かすかが再編整備計画の策定に当た

って必要となる。 
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バリューチェーンとの成功要因例 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に食肉処理施設の経営分析の手法について説明する。 

（３） 再編整備後の業務内容検討に関する分析方法  

食肉処理施設の再編整備計画策定に当たって従来から行ってきた業務をそのまま引き続

き実施する「それなりの経営」では、食肉処理施設を取り巻く環境の変化に対応できないことは

明らかである。 

食肉処理施設を取り巻く環境の変化に対応して再編整備の目的を達成するためには、外

部環境の現状及び動向を調査し再編整備の目的を達成するに当たっての「機会」と「脅威」を

明らかにするとともに、再編整備を行う食肉処理施設の業務実施内容及び経営状況を調査分

析し、「強み」、「弱み」を明らかにすることが必要である。 

しかし、これら環境分析だけでは具体的な再編整備後の業務内容を策定することはできな

い。 

すなわち、再編整備後の業務内容は外部環境の変化に対応でき、食肉処理施設が保有す

る経営資源を活用できることが条件となるからである。 

業務内容を策定する方法として外部環境の分析により得られた食肉処理施設にとっての

「機会」及び「脅威」と食肉処理施設の「強み」、「弱み」を組み合わせ分析することで目的を達

成するための事業（道すじ）を具体化するためには SWOT 分析を用いることが必要である。 

「SWOT 分析」とは S：Strength（強み）、W：Weakness（弱み）、O：Opportunity（機会）、T：

Threat（脅威）の頭文字をとった分析手法で、食肉処理施設を取り巻く外部環境の「機会」と

「脅威」と食肉処理施設の内部環境の「強み」と「弱み」を網羅的に分析する手法である。すな

わち、食肉処理施設を取り巻く環境の「機会」と「脅威」に食肉処理施設の経営資源を活用し

て、「機会」と「脅威」に対応して目的・目標を達成できる事業内容を設定する手法である。 
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要 因 
外部環境 

機 会 脅 威 

内
部
環
境 

強み 
自社の強みを活用して機会を取

り込む方策 

自社の強みで脅威を回避する方策 

弱み 
自社の弱み（機会を取りこぼさな

い）方策 

自社の弱みで脅威が現実にならない方

策 

 

SWOT 分析に当たっては、客観点な視点で事象を検討することが重要であり、思い込みにより

分析すると不適切な結果となることがあり注意が必要である。すなわち、食肉処理施設にとって

「強み」であると思われていたことが情勢の変化により「弱み」であったり、逆に「弱み」であると思

われていたことが「強み」になったりすることもあり、情勢の変化を含めて検討することが必要であ

る。 
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SWOT 分析の実例 

  外部環境 

  （機会） 

・ ＨＡＣＣＰシステムの法

制化の傾向 

・ 食肉輸出増加 

・ 消費者の食肉の安全・安心

ニーズの高まり 

 

（脅威） 

・ ＴＰＰ大筋合意等食肉の

国際化の進展 

・ 人口の減少等肉畜の飼養

頭数の減少 

・ 職員の新規採用が困難 

内
部
環
境 

（強み） 

・ 大消費地に近い 

・ 肉畜の集荷体制が整って

いる。 

・ と畜・解体技術が優れてお

り、高品質な食肉が生産で

きる。 

 

・ ＨＡＣＣＰシステムを構

築し、衛生的で高品質な食

肉を生産することで差別

化を図る。 

・ 部分肉処理施設を整備し、

食肉加工業者による食肉

加工団地を造ることで肉

畜の集荷の差別化を図る。 

 

 

・ ＨＡＣＣＰシステムを構

築し、施設整備を行うこと

により差別化を図り、肉畜

集荷の強化を図る。 

・ 食肉処理の機械化により

省人化対策を図る。 

（弱み） 

・ 建物が老朽化してきてお

り、衛生上の問題がある。 

・ 内臓の販売は全て内臓業

者が行っている。 

・ ＨＡＣＣＰシステムを構

築していない。 

・ 経営体質が脆弱である。 

 

・ 建物を整備し、ＨＡＣＣＰ

システムを構築すること

で差別化を図り、肉畜の集

荷を有利に進める。 

・ ＨＡＣＣＰシステムを構

築し、部分肉処理施設を整

備し、食肉輸出の認定を取

得。 

・ 内臓の販売ルールを整備

し、経営体質の強化を図

る。 

 

・ 施設整備、ＨＡＣＣＰシス

テムの構築により、肉畜の

集荷体制の強化を図る。 

・ 内臓の販売のルール化及

び部分肉処理施設の整備

により経営体質の強化を

図る。 

 

SWOT : Ｓｔｒｅｎｇｔｈ（強み）、Ｗｅａｋｎｅｓｓ（弱み）、Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ（機会）、Ｔｈｒｅａｔ（脅威） 
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（４） 事業計画の実現性の検証（フィージビリティスタディー） 

再編整備計画の策定に当たっては、目的・目標を設定し目的・目標に到達するための道す

じである事業計画を策定するため、食肉処理施設の外部環境と内部環境を分析し、再編整備

に当たっての「機会」、「脅威」、「強み」、「弱み」を明確にし、これら状況に対応して目的・目標

を達成できる事業計画を SWOT 分析等を用いて検討した。 

しかし、検討された事業計画が実現できなければ再編整備の事業計画として採用すること

はできない。事業計画として採用するためには、「実現の可能性の検証」（フィージビリティスタ

ディ）が必要となる。 

SWOT分析により検討された事業計画を再編整備計画の事業計画として採用するためには

実現性の検証（フィージビリティスタディ）を行うことが必要である。フィージビリティスタディは、

①この事業計画で目的・目標を達成できるのか、②この事業計画は競争的優位を保てるのか、

③この事業計画を実施できる資金の目途はあるのか、④この事業計画が失敗した場合はどの

くらいのダメージを受けるか等についての検討が必要である。 

また、事業計画が現在行っている事業領域（ドメイン）と異なる場合は新たな事業領域で実

業を実施することの是非についても検討が必要である。例えば、現在委託によりと畜・解体を

行っている食肉処理施設が再編整備に当たって、新たに枝肉等の販売事業を行う場合、販売

業務という新たな事業領域（ドメイン）に取り組むことの是非が必要となる。この場合、顧客の視

点を重視し自社の事業として①どんな顧客に提供するのか、②自社のどんな技術によって提

供するのかを検討し新たなドメインへの参入の是非を決定する。 

すなわち、新たなドメインへの参入に当たっては「誰に」、「何を」、「どうやって」提供するの

かの検討が必要である。 

（５） 再編整備後の事業計画の策定のまとめ 

再編整備後の事業計画を策定する場合は、再編整備の目的・目標を設定し食肉処理施設を

取り巻く外部環境と食肉処理施設自体を分析し、食肉処理施設にとっての「機会」と「脅威」、食

肉処理施設の「強み」と「弱み」を分析する。 

次に SWOT 分析を活用し食肉処理施設の「強み」で「機会」を取り込む方策、脅威を回避する

方策、「弱み」で「機会」を取りこぼさない方策、脅威が実現しない方策を検討し事業計画を設定

する。検討された事業計画についてはフィージビリティスタディを行い実現可能な事業計画を再

編整備計画の事業計画として決定する。 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目
的
・
目
標
の
設
定 

Ｓ
Ｗ
Ｏ
Ｔ
分
析 

事
業
計
画
案
の
策
定 

フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
ス
タ
デ
ィ 

事
業
計
画
の
決
定 

外
部
環
境
分
析 

内
部
環
境
分
析 



20 

 

３．食肉処理施設の再編整備計画書の作成方法 

食肉処理施設の再編整備計画を策定するに当たっては、まず再編整備の目的・目標を設定

し、外部環境、内部環境を分析し、食肉処理施設の置かれている状況をできるだけ正確に把握

し、目的・目標を達成するために実施すべき事業計画を策定する。 

次に事業計画をブレークダウンし、実行できる計画にすることが再編整備計画書である。 

再編整備計画書は①再編整備事業を実施する事業主体及び経営管理主体、②再編整備後

に実施する事業内容と事業規模、③再編整備後の組織体制、④施設の設置場所、⑤施設整備

の種類とその設計図書、⑥施設整備等費用、⑦財務計画書、⑧施設整備計画のリスク分析及

び投資の妥当性について記載することが必要である。また、必要に応じて施設整備に要する資

金の調達方法についても記載する。 

再編整備計画とは、食肉処理施設が置かれている状況を外部環境分析及び内部環境分析

により食肉処理施設が事業展開するに当たっての「機会」、「脅威」、「強み」、「弱み」を把握し、

再編整備後の目的・目標を達成するための事業を設定し、この事業を実施するための計画であ

る。すなわち再編整備計画とは目的・目標を達成するための「道すじ」であるということができる。 

 

 

 

 

 

 

 

再編整備計画書に記載する内容は、施設整備に関する事項及び施設整備の根拠となる事業

内容、事業規模の他、組織体制及び財務計画についても記載することが必要である。食肉処理

施設の整備は国や地方公共団体の助成を得て実施する場合が多く、整備後に果たすべき役割

を明確にするとともに安定した経営の継続が図れ、施設整備に要した資金が妥当であることを明

らかにすることが必要である。 

  

目標（食肉処理施設の整備後の状況） 

食肉処理施設の現状 

（外部環境、内部環境） 

（再編整備計画） 

（何もしない場合の食肉処理施設の状況） 
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（１） 再編整備事業の事業主体及び経営管理主体 

食肉処理施設の設置主体は大きく分けて地方公共団体、株式会社、及び農協・食肉団体に

分けられる。株式会社の中には、地方公共団体、農協、民間企業が出資して設立した第三セク

ターが含まれる。統廃合を含む再編整備の場合は、中心となる食肉処理施設が事業主体となる

場合が多いが、整備資金の調達の関係で公益法人等新たな団体を設立して事業主体となる場

合がある。食肉処理施設の再編整備において目的・目標を達成できるかどうかは経営管理主体

の経営能力にかかっており、経営能力を重視し経営管理主体を決定することが必要である。 

ア．  食肉処理施設を整備する場合の事業実施主体としては、地方公共団体、株式会社、農

協、事業協同組合及び公益法人等がある。 

中央食肉卸売市場の併設の食肉処理施設を整備する場合は地方公共団体が事業実

施主体となるが、その他の食肉処理施設の場合は地方公共団体が事業実施主体になるこ

とは少なく、第三セクターを含む株式会社、農協、食肉流通業者が事業実施主体となる場

合が多いが、公益法人を設置して事業主体となる場合もある。 

統廃合を含む再編整備の場合は統廃合の対象となる食肉処理施設の設置主体が地方

公共団体、株式会社、農協等となっている場合は、事業実施主体について合意が得られ

ない場合があり、これが原因となって再編整備が進まない場合がある。 

このため、再編整備に当たっては、地方公共団体、食肉処理施設、農協、食肉流通業

者及び肉畜生産者団体からなる「協議会」を設置し、事業実施主体を決めることが必要で

ある。 

再編整備後の管理主体は事業主体がなるのが一般的であるが、地方公共団体や公益

法人が事業主体となって整備した食肉処理施設の場合は、施設の管理を除いて他の団体

に業務委託する場合が多い。 

イ．  食肉処理施設の業務の一部を、他の団体に委託（アウトソーシング）している場合がある

が、この方式は食肉処理の技術的な問題への対応や経営の合理化にとって有利な場合が

あるが、一方では食肉処理の衛生管理が徹底しない等の問題を生じる場合もある。 

食肉処理施設の再編整備の目的の１つとして「安全・安心な食肉処理を生産する」であ

りこの目的を達成するためには HACCP システムの構築が必要となるが、と畜解体業務等

主要な業務をアウトソーシングした場合ＨＡＣＣＰシステムによる食肉処理の衛生管理が徹

底できない場合があり、再編整備の目的を達成できない可能性がある。 

また、機械・施設の管理を管理主体が行い、と畜・解体等業務をアウトソーシングする場

合は、機械・施設の取扱いが疎かになったり、修繕費が増大したり、機械・施設の更新年限

が短縮したり、運営面での費用の増加につながる場合があり、再編整備後の主要な業務

は管理主体が実施することが望ましい。 
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（２） 再編整備計画の事業計画策定に当たっての検討内容 

再編整備後に実施する事業計画については、食肉処理施設を取り巻く環境に対応して目

的・目標を達成できる事業計画を「経営戦略」のフレームワークを活用し、設定することについ

て説明してきたが、この事業計画が今までの事業と異なる新たな事業を実施する場合は、現在

の事業と新たな事業の違いや関連性について検討し必要となる施設や組織について検討する

ことが必要である。 

統廃合による再編整備を行う場合は事業規模が拡大する場合が多いが、事業規模の設定

に当たっては「実現性」に重きを置き検討することが必要である。事業規模は施設の整備費及

び組織体制に直接影響する事項であり、慎重に検討することが必要である。 

ア． 再編整備後の事業計画が今まで実施してきた事業内容と異なる事業を実施する場合は、

組織体制の在り方やステークホルダーとの関連性について検討を行い、新たな事業を実施で

きる体制整備を前もって検討し、事業が実施できることを確認することが必要である。特に事

業計画が新たな事業領域（ドメイン）での事業となる場合はステークホルダーとの前もっての協

議が必要である。 

例えば、委託によりと畜・解体を行っていた食肉処理施設が内臓の販売を行う場合は、内臓

を販売していた業者と前もって話し合い理解を得ておくことが必要である。 

イ． 事業規模の設定は、再編整備計画書を作成するに当たって最も重要な事項であり、十分

なる検討が必要である。事業規模を設定する場合、特に注意を要することは「実現性」である。 

例えば、統廃合により再編整備を行う場合のと畜・解体能力を設定する場合、廃止する食肉

処理施設のと畜・解体頭数の実績を調べ、その推移を検討するとともに、集荷している生産農

家の飼養頭数の今後の推移を調査し、今後の集荷頭数を決めることが必要である。肉畜の集

荷できる頭数は他の食肉処理施設の状況が関係しており、集荷地域にある食肉処理施設の状

況及び整備の動向等を総合的に判断し、整備する食肉処理施設のと畜・解体能力を決めること

が必要である。 

その具体的な検討事例として、委託によりと畜・解体を行っている A 食肉処理施設と B 食

肉処理施設を統廃合して新たに C 食肉処理施設を整備する場合の処理規模の設定方法に

ついて説明する。 
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C食肉処理施設の処理規模（１日当りのと畜・解体能力）の設定方法 

案の１：A食肉処理施設の処理能力+B食肉処理施設の処理能力 
 

案の２： A食肉処理施設の年間の処理頭数+B食肉処理施設の年間処理頭数 

 C食肉処理施設の年間稼働日数（計画） 

案の３：案の２にA食肉処理施設及びB食肉処理施設に出荷している地域の肉畜の飼養動

向を加味した頭数 

案の１は稼働率が高い食肉処理施設間の統合以外は過大となる設定方法である。 

案の２はA及びBの処理頭数の実績を反映した規模の設定になるが、集荷地域の肉畜の

生産動向が反映されておらず、将来的には過大となる可能性がある。 

案の３はA及びBの処理頭数の実績と集荷地域の肉畜の生産動向を反映した規模となっ

ており、この案の中では最も望ましい設定方法であるが、集荷地域に関係している他の食肉

処理施設との集荷競争を考慮に入れていないという問題がある。処理規模の設定に当って

は案の３に加えて集荷地域にある食肉処理施設の整備の動向はどうなっている等を総合的

に検討するとともに、必要に応じて肉畜の生産者にアンケート等をする等現状と動向を詳しく

調査し、処理規模を設定することが必要である。 

 

（３） 再編整備後の組織体制の検討 

再編整備の目的・目標を達成するためには、再編整備後の事業計画を着実に実施し成

果をあげることが必要であり、このための組織体制の検討が必要である。 

組織体制の検討内容は①現在の組織体で再編整備後の事業計画が実施できるかどう

か、②実施が困難な場合現在の組織のどの部分が問題か、③再編整備後の事業計画を実

施する場合組織として何が必要かを検討し組織体制を整備することが必要である。 

再編整備計画による組織体は「規模」、「事業内容」により異なってくるが、組織体制の基

本は、再編整備後の目的・目標を達成できる組織体制になっているかどうかである。 

例えば、再編整備後、HACCP システムを構築し、アメリカ等への食肉輸出を計画している

場合は、HACCP システムの構築や、アメリカ等への食肉輸出のための衛生管理を行う部署

として品質管理室等を設けることの検討が必要となる。また、食肉製品の販売業務を行う場

合は販売部署を設けることの検討が必要となる。 
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（４） 整備用地 

再編整備により施設整備を行う場合施設整備に要する用地を確保しなければならない。この

場合、現在事業を実施している用地で施設整備をする場合と新たな用地を選定し、施設整備

する場合がある。 

ア． 現在の用地を利用する場合、新たに施設整備する用地がある場合は、現在の施設でと畜・

解体等の業務を行い、施設整備を行い新施設への業務を移転後に旧施設を撤去するが、新

施設を整備する用地がない場合は、仮設の処理施設を整備し、仮設の処理施設で業務を実

施し、現在の施設を撤去し新たな施設を整備し業務を移転後に旧施設を撤去する方法があ

る。仮設の処理施設を整備する場合は、施設整備費が増加することになる。 

イ． 現在の用地では敷地面積等の関係で、再編整備に必要な施設整備ができない場合は、

新たに用地を選定することが必要となる。新たな用地の選定に当たっては、地権者との権利

調整の他地元住民の同意が必要となる。食肉処理施設の設置についてはと畜場法第４条に

基づき都道府県知事等の認可が必要であり、設置場所とした①人家が密集している場所、②

公共の用に供する飲料水が汚染される恐れのある場所、③その他都道府県知事が公衆衛生

上危害を生ずる恐れがあると認める場所については都道府県知事等の認可が受けられない。 

また、計画する施設の整備に必要な用地面積が確保できるのか、衛生上の観点から候補

用地の周辺に公害を発生するような施設はないのか、上下水道、電気等のユーティリティーの

供給状況はどうなっているか、処理排水を流す河川はあるのか、井水用の地下水の状況や道

路状況等について調査し食肉処理施設用地として適切な用地を確保することが必要である。 

 

（５） 施設整備計画作成に当たってのコンセプト 

再編整備に係る施設整備計画の作成に当たっては、再編整備の目的・目標を達成するため

の事業計画を実施するに必要な施設整備計画であることが必要である。 

このため、施設整備計画の作成に当たってはまずどのような施設が必要か等を明らかにする

ためのコンセプトを検討し整備することが必要である。施設整備計画のコンセプトは、再編整備

の目的・目標によって異なるが、「安全で高品質な食肉を生産し」、「安定した経営を継続でき

る」ことが目的・目標である場合は、そのコンセプトとして、①衛生的な食肉処理ができること、

②作業の効率化が図れること③防疫対策及び環境保全が図れること、④アニマルウェルフェア

への対応が図れることがコンセプトとなる。また、食肉の海外輸出を行うことを目的・目標とした

場合は輸出国の輸出認定施設要領に適合したものがコンセプトとなる。 

ア．  衛生的な食肉処理ができる施設 

HACCP システムを実施するに当たっての、施設としての衛生管理条件を備えた施設であ

ることが必要である。 
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施設は生体取扱施設、と畜・解体施設、内臓処理施設、部分肉処理施設、作業員の衛生

管理施設等からなり、処理頭数、作業員の人数に応じた面積とする。 

と体の解体は吊り方式で行い、作業工程ごとにナイフ、器具の洗浄、消毒装置を設ける。処

理施設はダーティーゾーンとクリーンゾーンに区別され、作業ラインが交差しないことが必要

である。 

処理物の流れが作業工程に沿って流れ、処理過程で排出される廃棄物と製品の処理ライ

ンが交差しないことが必要である。 

結露を防止するため換気装置を設け、エアゾルによる製品の汚染を防止するため換気装置

は、クリーンゾーンからダーティーゾーンに空気が流れるように設置することが必要である。

（「と畜場の施設及び設備に関するガイドライン（平成 6年厚生労働省通達）」参照） 

イ． 作業の効率化が図れる施設 

作業工程数は処理規模により異なってくることから、処理規模に応じた作業工程数を計画

する。 

処理頭数が多くなるほど、一工程の作業時間は短くなることから、作業工程数は多くなる。 

規模が大きくなった場合は工程によっては二つのラインを設けることが必要となる。 

作業の効率化を図るためにはできる限り直接的なラインが望ましい。 

立体的な作業ラインは作業の効率化からみた場合、エネルギーロスが多くなり、できるだけ

避けることが望ましい。 

ウ． 防疫対策及び環境保全が図れる施設 

食肉処理施設への搬送車両に伴う疾病の汚染を防止するため肉畜の搬送車の出入口に

は消毒装置を設ける。 

また、積み下ろし後の搬送車の洗浄施設を設ける。 

食肉処理施設の敷地の周辺に柵を設け、建物の周辺は全て舗装とする。 

と畜・解体、内臓処理及び施設・機械等の洗浄の過程で排出される汚水については地域

の排出基準に適合できる浄化装置を設ける。 

エ． アニマルウェルフェアへの対応が図れる施設 

アニマルウェルフェアは世界的な広がりを見せており、食肉処理における肉畜の取扱い

についても EU 等では法制化されている。 

また、肉畜の取扱いが悪い場合は、血斑やＳＰＦ豚の発生原因となることから、食肉品質

の向上の面から見てもアニマルウェルフェアへの対応が必要である。 
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肉畜の取扱いに係る施設整備に当たっては、 

① 肉畜の積み下ろし用のリフトを設置し搬送車の荷台と積み下ろし施設とに段差を解

消し、積み下ろし時のストレスの低減を図る。 

② 係留施設には飲水施設を設ける。 

③ 肉畜の頭数に適した係留施設の面積を設ける。 

④ 豚の場合は隣接するパドック間に目隠しを設ける。 

⑤ 換気等により温度調節ができるようにする等アニマルウェルフェアに配慮した施設

整備を行う。 

（６） 施設整備の内容 

ア． 整備する施設の種類と配置計画 

食肉処理施設の再編整備に当たって整備しなければならない施設の種類は、処理施設

（と畜・解体、部分肉処理等施設）、病畜施設、管理・厚生施設、隔離施設、汚水処理施設、

飲適用水浄化施設、車庫、倉庫、搬送車洗浄施設、車輪消毒施設及び駐車場等である。生

体の搬入、製品の搬出が交差しないように処理施設を配し、家畜の搬入口と製品の搬入口

を別に設けることが望ましい。 

イ． 施設の外構計画 

敷地周辺をフェンスで囲み処理施設の周辺は舗装を原則とし、発埃・発塵を防止するとと

もに車両の通行が容易であり清掃しやすい構造とする。緑地を設ける場合は食肉処理施設

から最低１ｍ離す。植栽を行う場合は落葉樹等の虫の生息しやすい樹木を避け、虫の付き

にくい針葉樹等を選定する。 

ウ． と畜・解体施設のレイアウト 

処理施設は、牛処理施設と豚処理施設を別棟又は、壁等で完全に仕切られた構造とする。 

処理施設は、生体取扱施設、と畜・解体施設、枝肉冷蔵施設、枝肉出荷施設、内臓処理

施設、内臓冷却施設、内臓出荷施設、外皮取扱い施設、廃棄物処理・保管施設、部分肉処

理施設、部分肉冷蔵施設、部分肉出荷施設、市場施設、給水・給湯施設、サニタリールーム

等からなり、処理頭数、作業員数に応じた面積とする。 

処理施設は、ダーティーゾーンとクリーンゾーンに区分し、処理物及び作業員の交差が避

けられるようレイアウトする。 

と畜・解体工程は、枝肉の流れが横断、逆流、混雑を避けるよう、出来うる限り直接になる

ようレイアウトする。 

と畜・解体施設及び内臓処理施設から排出される廃棄物をエアーシューターを利用し、直

接廃棄物貯蔵施設へ排出できるレイアウトする。 

処理施設の換気及び排水はクリーンゾーンからダーティーゾーンに空気及び排水が流れ
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るようレイアウトする。 

エ． と畜・解体施設の構造 

（ア） 生体取扱施設 

生体取扱施設は、積み下ろし施設、係留施設、追込・誘導施設からなっており、外部か

ら食肉汚染の原因となる病原菌や雑菌を処理施設内に持ち込まないための生体洗浄や

生体検査を行う施設であるとともにと畜前の家畜に休息を与える施設であり、受け入れた

家畜にストレスを与えない構造とする。 

a. 積み下ろし施設 

家畜の積み下ろし施設は搬送車の荷台と積み下した場の段差や二階建搬送車に

対応するため積み下ろし施設にリフトを設けることが必要である。 

b. 係留施設 

係留施設は、家畜の洗浄、生体検査、休息を与える場所であり、牛は繋ぎ方式、

豚はペン方式とし、一日当り処理頭数の収容能力を有する施設とする。 床面は排

水のため緩やかな傾斜を設け、蹄を傷めない床構造とする。 

係留施設には係留中の家畜が自由に飲水できるよう飲水設備を設ける。 

豚のペンは長方形とし、ペン当たり２０～２５頭を収容できる係留施設とする。 

豚の係留中のストレスを低減化させるため、隣接するペン間の仕切り壁構造とし、

床は排水のための緩やかな傾斜を設け、生体洗浄のためのシャワー設備を設ける。 

また、換気施設を設けるとともに夏期の暑さに対応するためミストによる冷風装置を

設けることが望ましい。 

c. 追い込み・誘導施設 

スタニング保定施設への家畜の誘導は、家畜にとって最もストレスを受ける工程で

あり、ストレスの軽減に配慮した施設とする。 

牛の場合は、係留施設から追込み施設を通じて直接保定装置に誘導されるが、

豚の場合、豚乗せコンベアやレストレイニングコンベア施設に誘導する場合、一頭一

列にすることが必要となり、効率的にスタニング保定装置へ誘導するため、追込み施

設とスタニング保定施設の間に待機施設と誘導施設を設ける。 

a． 牛 

追込み通路は牛が無理なく歩行できる幅とし、牛の目の高さを上回る壁を設置し、

床面は洗浄可能な滑らない材質とする。 
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b． 豚 

i． 追込み施設 

豚の目の高さを上回る壁を設置し、豚が３～４頭通れる幅とし、ストレスを軽減す

るため自動追込み装置を設置することが望ましい。床面は洗浄可能な滑らない材

質とする。 

ii． 待機施設 

待機施設は豚を効率的に一頭一列にし、誘導路に追込むための施設である。

その構造は円形パドックが望ましい。ストレスを軽減するため周囲は豚の目の高さ

以上の壁を設ける。半円分に一ペンの豚が楽に入れる広さとする。 

但し、大貫物は一頭一列で直接誘導路に追込むことから、待機施設は設けず、誘

導施設を通じ、スタニング保定施設に誘導する。 

iii． 誘導施設 

誘導施設は豚を一頭一列にし、スタニング保定施設に誘導する施設であり、スト

レス軽減と作業の効率化を図るため自動移動方式とすることが望ましい。 

（イ） 保定施設及びスタニング施設 

牛及び豚は喉刺（ステッキング）を行う前に確実に失神（スタニング）させることが必要で

ある。 

牛のスタニングは火薬又は圧縮空気を動力源とするボルト型ピストルを用い、頭の角の

基部と反対側の目を結んだ想像上の交点に額面に対して垂直に発射することが必要で

あり、牛の頭を保定できる装置が必要である。 

豚は頭部に電額器を当て、失神させるために、頭が保定できる装置が必要である。 

a． 牛 

牛の保定施設はボックスタイプとし、入口に昇降式のドア、放血台側に回転式のドア

が付いており、牛の頭部を固定する固定装置を設ける。牛の失神装置は火薬又は圧縮

空気を動力源とするボルトピストルとする。 

b． 豚 

豚の保定装置は腹乗せコンベア方式とするが、大貫物はレストレイニングコンベア方

式が望ましい。 

豚の失神装置は電流を脳内に通じて失神させる電撃方式とCO2ガスにより失神させ

るガス方式があるが、我が国では電撃方式が大部分を占める。 

豚の電撃用の電撃機は、作業員による電撃方式が多いが、大規模な食肉処理施設

では作業の省人化及び効率化が図れる定電流方式の自動電撃装置とする場合がある。 
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（ウ） 解体施設 

家畜の解体施設のレイアウトに当っては、衛生的で効率的な処理ができる懸垂状態で

解体作業を行うことが必要である。レイアウト及び設備の種類は処理頭数に適合した施設

とする。 

また、豚のと畜方式には皮剥方式と湯剥ぎ方式がある。 

作業工程は、放血、肢及び頭部切除、剥皮、内臓摘出、背割、トリミング及び枝肉洗浄

等からなり、剥皮までの工程をダーティーゾーン、それ以降をクリーンゾーンとする。 

ナイフや鋸を使用する処理工程箇所には、処理に使用したナイフや鋸を洗浄消毒する

ための洗浄槽と 83℃以上の温湯の消毒槽を設置する。また、処理後の施設を洗浄する

ための給水、給湯栓が便利な位置に設ける。 

解体施設は消毒用温湯、洗浄水等で湿気が多く、結露を防止するため換気装置を設

ける。 

また、床面は不浸透性材料で築造され適当な勾配と排水溝を設ける等掃除がしやすく、

排水しやすい構造とする。 

内壁は床面から 1.2m 以上不浸透性材料で築造され、壁と床面の接点は清掃がしやす

いよう R構造とする。 

レール及び構造物はステンレス又は亜鉛メッキ処理をする。 

と体及び枝肉の施設への接触を防ぐため十分な幅を設ける。 

また、不可食部分の処理ラインが可食部分の処理ラインを横断することのないようレイア

ウトする。 

窓を設ける場合は、床面から 0.9m 以上の高さに設け、窓枠は 45 度の傾斜を有する構

造とする。 

各種配管、照明器具は露出しないレイアウトとする。露出している場合は埃の付きにくい

形状とし、落下した場合の破損対策を設ける。 

各工程の整備に当っての留意点は、次の通りである。 

 

a. 放血施設・と体洗浄施設 

家畜の放血施設は、他の家畜に血液が付着しないことが必要であり、牛の喉刺（ス

テッキング）及び放血は、1頭ごとに洗浄できる作業テーブル（放血ベット）を設ける。 

但し、米国等へ輸出する場合はシャックリング後吊り状態でステッキング、放血する

ことが必要となり、吊り状態ステッキング、放血できる放血区域を設けることが必要

である。 

豚は、放血コンベア上でステッキング、放血を行う。放血コンベアは自動的に洗浄、
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消毒できる装置とする。 

豚は放血によりと体に付着した血液等表皮の汚れを１頭ごとに洗浄できる自動と体

洗浄装置を設置する。 

b. 四肢切断施設 

切断した四肢を収納するための専用の容器を設ける。 

c. 頭部切断施設 

牛の切断した頭部は、床に接触なく搬送できる装置を設ける。 

頭部の洗浄施設は洗浄水が飛散しない構造とする。 

d. 剥皮施設 

牛は剥皮を確実に行うため、サイドプーラーとダウンプーラーを設置する。 

豚は横型又は縦型のスキンナーを設置する。 

e. 内臓摘出施設 

取り出した内臓を１頭ごと検査室及び内臓処理室に搬送するためパンコンベアを

設ける。パンコンベアは自動式洗浄消毒装置付けとする。 

f. 背割施設 

牛は 1頭背割ごとに鋸を洗浄消毒できる手動背割機を設ける。 

豚は１頭背割ごとに鋸を洗浄消毒できる手動背割機を設けるが、処理規模が大き

い場合は自動反転装置及び自動背割機を設ける。 

g. 頭部処理施設 

牛頭部はホホ肉、舌取り出した後、BSE 検査対象の牛の頭部を廃棄処分するため

の不浸透性材料を用いた有蓋容器を設ける。 

豚頭部は面皮剥ぎ、タン出し、頭骨処理等作業を行うためのスキンナー処理台、

ナイフ洗浄・消毒装置等を設ける。 

h. 内臓検査施設 

内臓検査に使用する器具を洗浄・消毒できる設備が設けられ、検査に不合格とな

った内臓を廃棄処分するためのエアーシューターを設ける。 

i. 枝肉トリミング施設 

枝肉トリミングを行う為、容易に高さの調節ができる作業台を設ける。 

適正なトリミングを行うのに必要な照度が得られる照明機具を設置する。 

j. 枝肉洗浄施設 

洗浄水が飛散しないようになっている手動洗浄装置又は自動洗浄機を設置する。 
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（エ） 枝肉検査施設 

枝肉を検査するため、容易に高さの調節ができる作業台を設ける。作業台には検査に

必要な照度が得られる照明を設置する。 

（オ） 枝肉冷蔵施設 

洗浄の終わった枝肉は、枝肉冷蔵施設に搬入される前に懸肉室に搬入し、水切りを行

った後に予冷室に搬入する。予冷室は温枝肉を冷却し、洗浄水や血液が冷蔵室に落下

しないよう乾かす施設であり、温度の調整とともに枝肉を乾かすため対流を起こすことがで

きる換気装置を設ける。 

冷蔵室の温度は部分肉処理又は出荷までに枝肉の中心温度を 4.0℃以下に下げる能

力を有するものとする。 

枝肉は床面の水滴の跳ね返りを防止するため、床面から 0.4ｍ以上の高さを保つ構造

とする。枝肉と人の接触防止のため、一定の通路幅を設けることが必要である。片側通行

の場合は、０．６ｍ以上、交互通行の場合は、１．２ｍ以上の枝肉間隔とする。 

枝肉検査で保留された枝肉を保管するため検査保留庫を設ける。 

（カ） 外皮取扱施設 

外皮取扱室は、外皮の搬出に際して、と体、内臓に影響を及ぼさない場所に位置し、直

接室外に搬出できるレイアウトとする。 

 

オ． 内臓処理施設 

消化管内容物を除去する部位（白物）と要しない部位（赤物）を別々処理できる洗浄用水槽と

冷却用水槽が設ける。 

消化管内容物を排出するための専用のシュートを設ける。 

水により消化管内容物を処理する等大量の用水を使用することから換気施設を設ける。 

白物の洗浄槽からの排水が床面に飛び散らないよう洗浄水が直接排水溝に排水できる構造と

する。 

内臓処理の効率化を図るため、牛の大腸及び小腸並びに豚の大腸及び小腸の自動切開洗浄

機を設置する。 

大洗された白物の二次処理室は内臓処理室と別に設ける。 

頭処理室、赤物処理室は別に設ける。 

カ． 部分肉処理施設 

部分肉処理施設は、冷却された枝肉をカットし、製品として出荷するための施設であり、外部か

ら雑菌の侵入を防止するとともに低温での処理により、細菌の増殖を抑制することが必要である。

部分肉処理施設のレイアウトに当っては、次の点に留意する。 
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・ 部分肉処理施設は、と畜・解体施設及び内臓処理施設と区分されており、と畜・解体及び内臓

処理施設を経由せずに室外に出入できるレイアウトとする。 

・ 部分肉処理施設は、低温（おおむね 10℃以下）が維持できる空調を備える。 

・ 部分肉を処理する作業台は洗浄、消毒が容易な材質及び構造とする。 

・ 部分肉を処理する施設をクリーンゾーンとし、製品の計量、梱包する施設をダーティーゾーンと

して区分する。 

・ 包装梱包材料の保管庫を便利な位置に設け、保管棚を設置する場合は、床 0.3m 以上に設け

る。 

キ． 廃棄物保管施設 

・ 汚物の集積場は、と畜・解体、部分肉処理から直接排出できる場所に設けられ、容器は有蓋で

不浸透性材料を用いる。 

ク． 隔離施設、病畜と畜施設 

隔離施設は、生体検査で隔離されることになった家畜の係留施設であり、家畜の排泄物を消毒で

きる設備を設ける。 

病畜と畜施設は次のレイアウトとする。 

・ 病畜生体搬入口及び非食用部、汚物の搬出口が設ける。 

・ 簡易的なと畜・解体設備、器具を消毒できる 83℃以上の温湯が供給できる設備が設ける。 

・ 内臓検査台が設ける。 

・ 汚水及び血液の排出の専用の汚水槽を設ける。 

ケ． 検査施設 

検査室は、枝肉、部分の細菌検査等を行う施設であり、食肉処理施設から区画され、食肉処理施

設を汚染させない防護設備を設ける。 

コ． 作業員の衛生管理施設 

サニタリールーム及び便所は、従業員の数に応じた大きさ、数を有するものとする。 

サニタリールームは、手洗消毒ができる設備を有し、部分肉処理作業室への移動は空気洗浄室

を設ける。 

便所は、作業室から直接出入できない構造とする。 

サ． 管理施設 

業務実施の事務室、役員室、会議室、関係団体事務室、検査室を設ける。 

シ． 排水処理施設 

食肉処理過程で排水される汚水は排水処理施設で決められた排水基準以下の水準に処理し、

河川又は公共下水に放流する。 

排水処理施設は活性汚泥処理方式とするが、管理の適正化が図れる「膜分離活性汚泥法」につ
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いても検討する。 

また、活性汚泥処理に伴い発生する余剰汚泥はコンポスト化装置により、堆肥化処理を行い経費

の削減を図ることも検討する。 

 

 

ス． 卸売市場施設 

市場施設は牛・豚別に下見室とせり室を設ける。下見室はせりに出される枝肉を買参人が下見す

る冷蔵室となっており、枝肉は懸垂状態で下見しやすいレイアウトとする 

せり室は電光掲示板及び情報掲示ビデオ機器等を設け、取引される枝肉と買参人のセリ室とガラス

により分離された構造とする。 
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（７）と畜・解体施設のレイアウトの作成手法 

再編整備計画書の作成に当たってはと畜・解体施設のレイアウトは機械・設備の設置業者や

設計業者に依頼している場合が多い。と畜・解体施設のレイアウトは再編整備後の経営に直

接影響を与えることとなることから、事業実施者は食肉処理施設などの再編整備計画を策定

するに当たって経営に最も適したレイアウトとなるよう検討することが必要である。 

再編整備計画の作成に当たってと畜・解体施設のレイアウトを作成する場合は、牛・豚の処

理規模及びと畜・解体の作業時間を設定し、設定された処理規模を設定された作業時間内に

処理できる作業工程図を作成することが必要である。この作業工程図を基にして、処理に必

要な機械設備の配置図と作業員の配置図を作成する。この作業工程図を基にしてレイアウト

を行い、整備金額を算出することとなる。以下に作業工程図の作成方法について説明する。 

① 一日当たりの処理規模の設定 

② 処理作業の実働時間 

通常はと畜検査員の実働時間である６時間が作業時間内となる。但し、牛と豚のと畜・解

体を行う食肉センターで牛又は豚の処理頭数が少ない場合は、次の二通りの作業時間を

設定することが可能である。 

（事例） 

牛：１０頭／日 豚：４００頭／日の場合 

（案の1） 先に牛のと畜・解体を行い、牛のと畜・解体終了後に豚のと畜・解体を行う。 

作業時間 

牛：１時間３０分 

豚：４時間３０分 

（案の2） 牛と豚のと畜・解体を同じ時間帯に行う。 

作業時間 

牛：６時間 

豚：６時間 

③ 処理工程ごとの許容作業時間 

牛及び豚の処理工程のレイアウトを検討する場合、工程当たりの許容できる作業時間

を設定することが必要である。すなわち、工程別の実作業時間が許容作業時間をオー

バーした場合は設定した頭数を設定した作業時間内で処理できないこととなる。 

（事例―1） 牛：５０頭／日、豚：５００頭／日 

処理工程ごとの許容作業時間 

牛５０頭／日の場合、 

１時間当たりの処理頭数：８．３頭（５００頭／６時間） 
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処理工程ごとの許容作業時間：４３３秒（３，６００秒／８.３頭×０．９（余

裕率）） 

豚５００頭／日の場合、 

１時間当たりの処理頭数：８３．３頭（５００頭／６時間） 

処理工程ごとの許容作業時間：４３秒（３，６００秒／８３．３頭×０．９（余

裕率）） 

（事例―2） 牛：１５０頭／日、豚：１，２００頭／日 

処理工程ごとの許容作業時間 

牛１５０頭／日の場合 

１時間当たりの処理頭数：２５頭（１５０頭／６時間） 

処理工程ごとの許容作業時間：１２９秒（３，６００秒／２５頭×０．９（余

裕率）） 

豚１，２００頭／日の場合 

１時間当りの処理頭数：２００頭（１，２００頭／６時間） 

処理工程ごとの許容作業時間：１６秒（３，６００秒／２００頭×０．９（余

裕率）） 

（事例―3） 処理頭数が少なく食肉処理施設の場合の処理工程ごとの許容作業時間 

処理頭数：牛：１０頭／日、豚４００頭／日の場合 

（案の1） 先に牛のと畜・解体を行い、牛のと畜・解体終了後に豚のと畜・解体を行う。

（作業時間：牛・１．５時間、豚・４．５時間） 

牛：１時間当り処理頭数：６．６頭（１０頭／１．５時間） 

処理工程ごとの許容作業時間：４９０秒（３，６００秒／６．６頭×０．９（余

裕率）） 

豚：１時間当り処理頭数：８８．８頭（４００頭／４．５時間） 

処理工程ごとの許容作業時間：３６頭（３，６００／８８．８頭×０．９（余

裕率）） 

（案の2） 牛と豚のと畜・解体を同じ時間帯に行う。（牛、豚とも ６時間） 

牛：１時間当りの処理頭数：１．６頭（１０頭／６時間） 

処理工程ごとの許容作業時間：２．０２５秒 

（３，６００秒／１．６頭×０．９（余裕率）） 

豚：１時間当りの処理頭数：６６．６頭（４００頭／６時間） 

処理工程ごとの許容作業時間：５４秒（３，６００秒／６６．６×０．９（余裕率）） 
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④ と畜・解体の標準的な作業工程及び工程ごとの作業時間図の作成 

と畜・解体施設のレイアウトを作成する場合、最初に標準的な作業工程及び工程ごとの

作業時間図を作成し、次に工程処理規模と作業時間を設定し、作業工程当りの許容時間

を設定し、この許容作業時間内で行える処理作業工程を検討し、処理規模と作業時間に

適合した作業工程図を作成する。 

（事例）と畜・解体作業の標準的な作業工程及び工程ごとの作業時間図 

 

（牛） 

№ 作業工程 作業時間 

(sec) 

1 生体搬入 ― 

2 生体洗浄 ― 

3 生体検査・係留 ― 

4 生体計量 ― 

5 追込み ― 

6 と体保定・銃撃 90 

7 喉刺・放血 60 

8 食道結紮 50 

9 と体懸垂 50 

10 角切り 30 

11 前足切除 30 

12 面皮剥皮 30 

13 後足切除（右） 30 

14 左腿部剥皮 50 

15 左足筋切り・トロリー掛 30 

16 掛替え 30 

17 後足切除（左） 30 

18 右腿部剥皮 60 

19 右足筋切り・トロリー掛 60 

20 掛替え 20 

 

№ 作業工程 作業時間 

(sec) 

21 恥骨割・拡脚 50 

22 尻廻り・テール剥皮 60 

23 肛門結紮 60 

24 前足腿廻り剥皮 60 

25 腹部・胸部剥皮 60 

26 と体側部剥皮 60 

27 全剥皮 200 

28 頭部切除 60 

29 脊髄吸引 100 

30 内臓摘出 180 

31 テール除去・背割 120 

32 脊髄・硬膜除去 60 

33 整形・ﾄﾘﾐﾝｸﾞ 90 

34 枝肉検査 90 

35 枝肉洗浄（自動） 60 

36 枝肉洗浄（手動） 60 

37 予冷・計量 ― 

38 冷蔵・保管 ― 

39 枝肉出荷 ― 
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（豚） 

№ 作業工程 作業時間 

（sec) 

1 生体搬入 － 

2 生体検査・係留 － 

3 生体洗浄 － 

4 追込み － 

5 と体保定 5 

6 電撃 10 

7 喉刺 15 

8 放血 15 

9 と体懸垂 10 

10 と体洗浄 15 

11 右後足廻り剥皮 15 

12 左後足廻り剥皮 15 

13 腱出し 10 

14 掛替え 10 

15 後足切除 10 

16 尻廻り剥皮 15 

17 札付け 5 

18 尾切除 5 

19 肛門抜き 15 

20 前両足切断 10 

21 前足廻り剥皮 15 

22 胸 割 15 

 

 

 

 

 

 

  

№ 作業工程 作業時間 

（sec) 

23 舌出し 15 

24 頭落とし 15 

25 内臓摘出（白） 15 

26 内臓摘出（赤） 15 

27 尻廻り剥皮 15 

28 腹廻り剥皮 15 

29 肩廻り剥皮 15 

30 全剥皮 35 

31 背割 35 

32 枝肉検査 20 

33 整形・ﾄﾘﾐﾝｸﾞ 30 

34 自動枝肉洗浄 15 

35 手動枝肉洗浄 15 

36 水切り 15 

37 予冷・計量 － 

38 冷蔵保管 － 

39 枝肉出荷 － 
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⑤ 処理規模に適合した作業工程及び工程ごとの作業時間図 

標準的な作業工程及び工程ごとの作業時間図をもとにして、再編整備計画で設定した処

理規模に適合した作業工程及び工程ごとの作業時間図の作成（標準的な作業工程及び工

程ごとの作業時間図を基にして設定した処理規模の工程ごとの許容作業時間内でできる

作業内容を検討し、作成する 

（事例）処理規模に適合した作業工程及び工程ごとの作業時間図 

（牛） 

処理規模：５０頭／日 

作業時間：６時間 

１時間当りの処理頭数：８．３頭（５０頭／6 時間） 

許容作業時間：３９０秒（３，６００秒／３．８頭×０．９（余裕率）） 

 

№ 作業工程 
作業時間 

(sec) 

1 生体搬入 ― 

2 生体洗浄 ― 

3 生体検査・係留 ― 

4 生体計量 ― 

5 追込み ― 

6 

・と体保定・銃撃 

・喉刺・放血 

・食道結紮 

・と体懸垂 

250 

7 

・角切り、前足切除 

・面皮剥皮、後足切除

（右）、左腿部剥皮、左足

筋切り、トロリー掛、掛替

え、後足切除（左） 

260 

8 
・右腿部剥皮 

・右足筋切り・トロリー掛 
250 

№ 作業工程 
作業時間 

(sec) 

 
・恥骨割・拡脚 

・尻廻り・テール剥皮 

 

9 

・肛門結紮、前足腿廻り

剥皮、腹部・胸部剥皮、と

体側部剥皮 

140 

10 全剥皮 200 

11 
・頭部切除 

・脊髄吸引 
160 

12 内臓摘出 180 

13 テール除去・背割 150 

14 
脊髄吸引・硬膜除去 

整形・ﾄﾘﾐﾝｸﾞ 
150 

15 枝肉検査 120 

16 枝肉洗浄 120 

17 予冷 － 

18 冷蔵・保管 － 

19 枝肉出荷 － 
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（豚） 

処理規模：５００頭／日 

作業時間：６時間 

１時間当りの処理頭数：８３．３（５００頭／６時間） 

許容作業時間：３８秒（３，６００秒／８３．３頭×０．９（余裕率）） 

 

№ 作業工程 
作業時間 

（sec) 

1 生体搬入 － 

2 生体検査・係留 － 

3 生体洗浄 － 

4 追込み － 

5 と体保定・電撃 15 

6 喉刺、放血 30 

7 と体懸垂 10 

8 と体洗浄（自動） 15 

9 
右後足廻り剥皮 

左後足廻り剥皮 
30 

10 
腱出し、掛替 

後足切除 
30 

11 
尻廻り剥皮 

札付け、尾切除 
25 

12 
肛門抜き 

前両足切断 
30 

13 
前足廻り剥皮 

胸 割 
30 

14 舌出し、頭落とし 30 

15 
内臓摘出（白） 

内臓摘出（赤） 
30 

 

 

 

 

 

 

  

№ 作業工程 
作業時間 

（sec) 

16 
・尻廻り剥皮 

・腹廻り剥皮 
15 

17 肩廻り剥皮 15 

18 全剥皮 15 

19 背割（自動） 30 

20 枝肉検査 30 

21 整形・ﾄﾘﾐﾝｸﾞ 20 

22 枝肉洗浄（自動） 30 

23 枝肉洗浄（手動） 15 

24 水切（自動） 15 

25 予冷・計量 15 

26 冷蔵・保管 － 

27 枝肉出荷 － 
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⑥ 処理規模別に作業工程並びに作業工程ごとの作業時間、作業員数及び施設内容図 

⑤により作成した処理規模別作業工程及び工程ごとの作業時間図を使い、各作業工程

に必要な作業員数を設定する。作業員数は、作業内容とともに施設の内容により異なっ

てくることから、各工程に必要な施設の内容を設定する。この場合、作業の自動化装置

を導入するかどうかについては、イニシャルコストとランニングコストを比較検討し、

設定することが必要である。すなわち、自動化システムを導入することでイニシャルコ

ストに増加するが、人件費が削減できることからランニングコストは低減化できること

になる。と畜・解体施設のレイアウトに当たっては、一工程当りの許容作業時間に標準

的な作業工程のどの工程までが一緒にできるかを検討することである。 

 標準作業工程の一工程当りの作業時間は食肉処理施設によって異なることから、再編

整備においてと畜・解体施設のレイアウトを行う場合は、それぞれの食肉処理施設に適

した標準作業工程表を作り、各工程の作業時間を実現して標準作業工程及び工程ごとの

作業時間図を作成することが必要である。 

（事例） 

処理規模別の作業工程、作業時間、作業員数及び施設内容図 

（牛）処理規模５０／日 

№ 作業工程 
作業時間 

（ｓｅｃ） 
作業員数 施設内容 

１ 生体搬入 － 

２ 

搬入スロープ 

2 生体洗浄 － 洗浄施設 

3 生体検査・係留 － 係留施設 

4 生体計量 － 計量機 

5 追込み － 追込み柵 

6 

・と体保定・銃撃 

・喉刺・放血 

・食道結紮 

・と体懸垂 

250 ２ 

ノッキングペン、ボルトピストル、 

放血台、ナイフ（消毒槽） 

食道結禁器（消毒槽） 

シャックルチェーン 

7 

・角切り、前足切断 

・面皮剥皮、後足切除

（右）、左腿部剥皮、

左足筋切り・トロリー掛 

掛替え 

260 １ 

・フットカッター（消毒槽） 

・エアーナイフ、ナイフ（消毒槽） 

・掛替えリフト 

・解体作業台 
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後足切除 

8 

・右腿部剥皮 

・右足筋切り・トロリー

掛 

・恥骨割・拡脚 

・尻廻り・テール剥皮 

250 １ 

エアーナイフ、ナイフ（消毒槽） 

恥骨割鋸（消毒槽） 

昇降作業台 

9 

・肛門結紮、前足腿廻

り剥皮、腹部・胸部剥

皮、と体側部剥皮 

240 １ 

エアーナイフ、ナイフ（消毒槽） 

昇降作業台 

10 全剥皮 200 ２ ダンプーカー 

11 
・頭部切除 

・脊髄吸引 
160 １ 

ナイフ（消毒槽） 

脊椎直吸引器（消毒槽） 

12 
胸割 

内臓摘出 
180 １ 

胸割鋸（消毒槽）、ナイフ 

白物、赤物搬装置、昇降作業台 

13 テール除去・背割 150 １ 背割鋸（消毒槽）、昇降作業台 

14 
硬膜除去 

整形・ﾄﾘﾐﾝｸﾞ 
150 １ 

ナイフ、ミーリングカッター（消毒

槽）、昇降作業台 

15 枝肉検査 120 － 昇降作業台 

16 枝肉洗浄 120 － 自動枝肉洗浄機 

17 予冷 － 

１ 

予冷室 

18 冷蔵・保管 － 冷蔵室 

19 枝肉出荷 － 搬送レール、ドロッパー 

 2,080 14  

 

（豚）処理規模５００頭／日 

№ 作業工程 
作業時間 

（sec) 
作業員数 施設内容 

1 生体搬入 － 

２ 

搬入リスト 

2 生体検査・係留 － 係留施設 

3 生体洗浄 － シャワー装置 

4 追込み － 追込み柵、待機施設、誘導施設 

5 と体保定・電撃 15 １ 腹乗せコンベア、電撃器 
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6 喉刺、放血 30 １ 放血コンベア、ナイフ（消毒槽） 

7 と体懸垂 10 １ シャックルチェーン 

8 と体洗浄（自動） 15 － と体洗浄機 

9 
右後足廻り剥皮 

左後足廻り剥皮 
30 １ 

ナイフ、エアーナイフ（消毒槽） 

作業台 

10 
腱出し、掛替 

後足切除 
30 １ 

ナイフ、エアーナイフ（消毒槽） 

11 
尻廻り剥皮 

札付け、尾切除 
25 １ 

ナイフ、エアーナイフ（消毒槽） 

12 
肛門抜き 

前両足切断 
30 １ 

ナイフ、ホックバングドロッパー 

13 
前足廻り剥皮 

胸 割 
30 １ 

エアーナイフ（消毒槽） 

胸割鋸（消毒槽） 

14 舌出し、頭落とし 30 １ ナイフ（消毒槽）、バックサポート 

15 
内臓摘出（白） 

内臓摘出（赤） 
30 １ 

ナイフ（消毒槽）、昇降作業台 

白物、赤物搬送機 

16 
尻廻り剥皮 

腹廻り剥皮 
30 １ 

ナイフ、エアーナイフ（消毒槽） 

作業台 

17 
肩廻り剥皮 

20 １ 
ナイフ、エアーナイフ（消毒槽）、作

業台 

18 全剥皮 30 １ 剥皮機 

19 背割（自動） 20 １ 腹背割機 

20 枝肉検査 20 － 作業台 

21 整形・ﾄﾘﾐﾝｸﾞ 30 － ナイフ（消毒槽）、作業台 

22 枝肉洗浄（自動） 20 １ 自動枝肉洗浄機 

23 枝肉洗浄（手動） 20 － 高圧洗浄機 

24 水切（自動） 15 １ 自動水切機 

25 予冷・計量 － 

1 

予冷室、計量器 

26 冷蔵・保管 － 冷蔵庫 

27 枝肉出荷 － ドッグシェルター 

計 480 18  
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牛の処理能力５０頭の場合 
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豚の処理能力５００頭 
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（８）排水処理施設の整備計画 

ア．食肉処理施設の排水処理計画 

食肉処理施設の再編整備計画は、排水処理施設のレイアウトや整備費の積算が専門性を有してい

ることから、全てを食肉排水処理施設の専門業者や設計会社に依頼することが多い。しかし、本事項も

再編整備の中心的課題であり、食肉処理施設においても、基本的な事項を検討し、具体的な設計等に

ついては、専門業者に依頼することが望ましい。 

食肉処理施設は多量の排水が排出され、水質汚濁防止法に基づく排水基準や地域の排水基準に

基づき浄化し、河川等へ排出することが必要である。食肉処理施設の排水量やその汚濁濃度は、処理

頭数や処理方法により異なってくることから、法律等に規定された基準を遵守するためには、適正な排

水処理計画の作成が必要である。 

排水処理計画の作成手順は、おおよそ次の通りとなる。 

     ・ 計画処理頭数の設定 

     ・ 排水量及び排水性状の把握 

     ・ 作業工程の合理化の検討 

     ・ 処理目標水質の調査・設定 

     ・ 処理方式の検討・選定 

イ．計画処理頭数 

排水処理装置の規模は計画処理頭数により決められる。年間の処理頭数の変化や将来の増頭計

画などを勘案して計画処理頭数を決めることが必要である。 

処理頭数については、大動物と小動物の処理頭数を総合的に表示するため小動物換算とするこ

とが慣例となっており、昭和 47年の厚生省生活環境審議会蓄舎等排水処理分科会報告書では、小

動物 1家畜単位、大動物 3家畜単位とされている。 

ウ．排水量と排水性状 

前項で述べたように、排水量は「用水使用量」、排水濃度は「食肉機械方式や血液・脂肪肉片・胃

腸内容物の分離回収の程度と排水量の関係」により決まり、これらに計画処理頭数を乗ずることで排

水処理施設の「計画汚濁負荷量」が決定される。 

この計画汚濁負荷量によって、排水処理施設の規模・仕様が算定される。 
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エ．食肉処理施設の排水特性 

（ア） 排水の発生源 

食肉処理施設における作業工程と排水の汚濁源は、畜種により多少違いがあるが概ね図-1 に示

す通りである。 

各工程からはそれぞれ特有の水質及び水量の排水が排出され、特にと畜での放血の血液分別回

収の有無、回収の程度や内臓処理での胃腸管内容物の取り扱い方が排水濃度に大きく影響する。 

排水処理の計画にあたっては、各作業工程からどの程度の水質や水量の排水が発生してくるか

を把握することが大切である。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-１ 食肉処理施設における作業工程と排水の汚濁源 

 

 

 

 

 

運 搬 

係留施設 

と畜・解体工程 

内臓除去工程 

部分肉処理工程 

冷凍保存 

出 荷 

洗車場 

内臓処理工程 

敷料、糞尿 

敷料、糞尿 

血液、脱毛、肉片 

糞尿 

冷却水 

洗浄水(肉片) 

洗浄水(肉片) 

総合排水 

血
液
処
理 
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① 係留施設 

 係留施設は、農場から運搬された家畜や床面の洗浄を行うため用水を多量に使用する。敷料

（おが屑、藁など）や糞尿などを含む床洗浄水が汚濁源となる。 

  ② と畜・解体施設 

と畜・解体工程は、衛生管理の面からと体、枝肉及び施設の洗浄用に多量の用水と各種器具

の消毒用に多量の熱水を使用する。この工程の汚濁源は、ステッキングによる放血液、剥皮工程

の脱毛、解体工程の肉・脂肪片、床洗浄水などで、特に血液の汚濁量は非常に大きく、総合排水

の汚濁量の大半を占める。 

  ③ 内臓除去工程 

内臓除去工程は、衛生管理の面からと体、枝肉及び施設の洗浄用に多量の用水と各種器具の

消毒用に多量の熱水を使用する。この工程の汚濁源は、内臓片、胃腸管内容物、血液などであ

る。 

  ④ 内臓処理工程 

内臓処理工程は、白物の大洗工程で胃腸管内容物の洗浄に大量の用水を使用する。この工程

の汚濁源は、内臓片、胃腸管内容物、血液などである。 

  ⑤ 部分肉処理工程 

部分肉の衛生管理の面から各種器具の消毒用熱水を使用する。この工程の汚濁源は、肉・脂

肪片を含む床洗浄水などである。 

  ⑥ 冷蔵保存 

この工程では排水の汚濁源は殆ど無いが、冷却水のドレン水が排水に含まれる。 

  ⑦ 洗車場 

 家畜を搬送した運搬車は、車体の洗浄と敷料（おが屑、藁など）や糞尿を洗い流すため、大量

の用水を使用する。 

（イ）用水量と排水量 

   排水処理施設に流入する排水量は、空調設備やボイラー設備等の供給水を除き事業エリア内で

使用する用水量とほぼ同じとみなされ、排水の排出される時間帯は殆ど作業時間内に限られてく

るため、排水処理計画にあたっては、用水の使用量と食肉処理作業計画は重要な項目となる。 

食肉処理施設の排水量については、昭和 47 年の厚生省生活環境審議会畜舎等排水処理分科

会報告書の 17 都道府県下での実態調査によると、と畜場の使用水量は、排水排出量とみなされ、1

家畜単位（Hog-unit）当りの平均使用水量は規模の大小にかかわらず 1.2m3/頭・日としている。 

（財）日本食肉生産技術開発センターで行った全国の食肉処理施設を対象にした実態調査結果

（平成 21 年度）によると、牛処理における平均排水発生量は、全体で 4,623kg/頭、豚処理の平均排
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水発生量は 1,192kg/頭であった。１頭当たりの排水発生量は、小規模の施設ではかなりの水量を使

用しているが、大規模になるほど少なくなる傾向にある（表-1）。 

排水流出形態は、年間の処理頭数の変化に伴う負荷変動が大きく、大規模なところほど変動が少

なく、小規模な食肉処理施設では排水流出変動がかなり大きくなる傾向にある。また、食肉処理施設

の排水流出特性は、センターの稼働時間が６～８時間であるため、その時間帯に排水が処理施設に

集中して流入してくることになる。 

排水量の実態を評価するにあたっては、使用する食肉機械の必要管理水量や衛生対策上の水

使用実態を考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）排水濃度と負荷量 

食肉処理施設の排水が発生する汚染源は、図-1のとおり、係留所で発生するふん尿、と殺工程で放

血される血液、内臓処理工程で排出される胃腸内容物等の洗浄水であり、その他に、皮剥ぎや枝割り

工程で生じる肉片・粗脂肪片、皮、毛などが含まれる。外観的には、赤褐色を呈しており、腐敗しやすく

悪臭を発生しやすい。栄養バランスは BOD：T-N：T-P ＝ 100：14：1 であり生物処理に適した蛋白質

系排水である。排水の主な汚濁源である血液の BOD 濃度は 224,000mg/ℓと非常に高濃度であり

（JAMTI実測値）、排水に混入する血液の BOD負荷量は表-2に示すとおり、総合排水 BOD負荷量の

おおよそ 50％を占めている。これは、と畜工程の血液の回収率を 60％とした場合、血液の回収（別途処

理）を行うことで総合排水の BOD 負荷量は 30％程度低減されることになる。したがって、排水中にこれ

らの汚染源が混入する前に分別回収することは排水処理施設の大きな負荷低減につながる。 

 

 

 

 

表-1 規模別処理 1 頭当りの排水発生量 

規模 
牛 豚 

工場数 牛処理排水発生量 工場数 豚処理排水発生量 

全体 50 4,623 66 1,192 

大規模 18 3,942 24 1,163 

中規模 18 4,745 26 1,103 

小規模 14 5,339 16 1,379 

（財）日本食肉生産技術開発センター  

「平成 22 年度食肉処理効率化技術改善推進事業 食肉処理施設実態調査報告書、p.33」より 
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表-2 食肉処理施設排水の汚染源別の負荷量割合 

 BOD 負荷量 

総合排水 注）※2 2.0 kgBOD/頭 

血液 ※3 1.0 kgBOD/頭 

      注）総合排水；スクリーン通過水を総合排水とした。  

（肉片、胃腸内容物等の夾雑物は、スクリーン等によって比較的簡易に分離除去できる

ため、本計算から除外している。） 

       ※1菊池信生、斉藤 護、笹本和博、久保田京子、勝村 馨：茨城県内のと畜場廃水の実態、

用水と廃水、21(4)45～48(1979) 

※2 （社）日本浄化槽教育センター編：と畜場の廃水処理装置の実態 p.26 分唱堂(1973) 

※3 豚の全血量 60ml/kg・体重(家畜生理学、p35 養堅堂、2004)、豚の標準体重 100kg/頭、

筋肉中の血液量 25%として試算 

オ．作業工程の合理化の検討 

排水処理の計画にあたっては、作業工程における節水対策や排水への汚濁負荷低減対策など

の合理化の検討が必要である。 

節水対策は、経済的、資源的な面からも重要であり、各作業工程における水使用状況の調査およ

び改善により、目的に応じた適正な水使用を図ることが望ましい。 

排水の汚濁負荷低減対策は、発生工程別に、肉片や粗脂肪の回収、血液の分別処理あるいは

有価物としての回収などにより、排水の汚濁負荷を可能なかぎり低減することが望ましい。 

特に稼働中の施設については、食肉機械などの更新や各作業工程での水利用形態、衛生管理

等の水利用形態の変更などに伴う水使用量や、汚濁負荷量の変動について定期的な調査を行い、

排水処理施設の年間処理計画の見直しが必要である。 

また、これらの対策の実施にあたっては、従業員教育の徹底も重要である。 

カ．処理目標水質の調査・設定 

食肉処理施設から排出される排水は、血液や肉片、脂肪、胃腸内容物などの有機物に富んだ排

水が排出される。この排水を未処理のまま公共用水域（河川、湖沼、海、分流式下水道の雨水管）に

放流することは、公共水域の水質を汚染するばかりでなく、生活環境にも悪影響を及ぼすことになる。

したがって、排水をどのくらいの程度まで処理すれば公共用水域に排出できるかを調べる必要があ

る。 

処理水を河川などの公共用水域に排出する場合には「水質汚濁防止法」に基づいた国の定める

一律排出基準があり、有害物質（健康項目）は全特定事業場に、生活環境項目は一日の排水量が

50m3以上の特定事業場に適用される（表-3、4）。また都道府県や排出水域によっては、一律排出基

準よりもさらに厳しい上乗せ排出基準や水質総量規制が設けられていることがある。 



50 

処理水を公共下水道に排出する場合は、下水道法および地方公共団体の定める下水道条例に

基づく特定施設の下水排除基準が適用されている。 

排水処理計画の際には管轄する地方公共団体の担当課によく相談し、処理目標水質（排出基

準）を把握したうえで、それに合致する排水処理計画を作成する。 
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表-3 有害物質（健康項目）の一律排水基準 

有 害 物 質（ 健 康 項 目 ） 許容限度 [㎎／ℓ] 

カドミウム及びその化合物 0.1 

シアン化合物 1 

有機リン化合物（パラチオン、メチルパラチオン、 
メチルジメトン及び EPNに限る） 

1 

鉛及びその化合物 0.1 

六価クロム及びその化合物 0.5 

ヒ素及びその化合物 0.1 

水銀及びそのアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル 0.003 

トリクロロエチレン 0.3 

テトラクロロエチレン 0.1 

ジクロロメタン 0.2 

四塩化炭素 0.02 

1,2－ジクロロエタン 0.04 

1,1－ジクロロエチレン 0.2 

シス－1,2－ジクロロエチレン 0.4 

1,1,1－トリクロロエチレン 3 

1,1,2－トリクロロエチレン 0.06 

1,3－ジクロロプロペン 0.02 

チラウム 0.06 

シマジン 0.03 

チオベンカルブ 0.02 

ベンゼン 0.1 

セレン及びその化合物 0.1 

ホウ素及びその化合物 
海域以外  10 
海域    230 

フッ素及びその化合物 
海域以外  8 
海域     15 

アンモニア、アンモニア性化合物、亜硝酸性化合物及び 
硝酸性化合物  100 
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表-4 生活環境項目の一律排水基準 

生 活 環 境 項 目 許容濃度 [mg/ℓ] 

水素イオン濃度指数 
海域以外の公共水域に排出される 
もの、5.8以上 8.6以下 
海域に排出されるもの、5.0以上 9.0以下 

生物化学的酸素要求量（BOD） 160 （日間平均 120） 

化学的酸素要求量（COD） 160 （日間平均 120） 

浮遊物質量（SS） 200 （日間平均 150） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 
（鉱物油含有量） 5  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 
（動植物油含有量） 30  

フェノール類含有量 5  

銅含有量 3  

亜鉛含有量 5  

溶解性鉄含有量 10  

溶解性マンガン含有量 10  

クロム含有量 2  

フッ素含有量 15  

大腸菌群数 日間平均  3,000 CFU／㎤ 

窒素含有量 120 （日間平均 60） 

リン含有量 16 （日間平均 8） 
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キ．処理方式の検討、選定 

排水処理施設は、排水中に含まれる汚濁成分を目的に応じて効率よく安定的に除去できる方法

であり、かつ水質汚濁防止の観点から定められた排水基準値を満足できる処理システムでなくては

ならない。処理方式の選定にあたっては、各種の処理方式の特徴をよく理解したうえで、前述した留

意項目に加え余剰汚泥の処理・処分方法及び処理費用の低減化なども考慮して最も適合した方式

を選定する必要がある。 

また、処理施設の設計計画にあたっては、設備単位の構造の検討はもちろんのこと、機器設備のメ

ンテナンス作業性やスクリーン除去物などの搬出方法、管理者の動線確保などの安全衛生面からも

十分な検討が必要である。 

排水処理施設の基本工程は図-2 に示したとおり、前処理工程、生物処理工程、高度処理工程お

よび汚泥処理工程で構成される。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【前処理工程】 

前処理は、生物処理工程の汚濁負荷の軽減と維持・安定化を目的とした工程である。表-5 に排水

の主な前処理方法を示した。 

排水中には、肉片・粗脂肪片、皮、毛などの夾雑物が多く含まれている。したがって、これらの固形

状の汚濁物質が排水側に溶出するまえに出来るだけ早く排水中から分離除去することが汚濁負荷

低減となり、次工程の装置負担を軽減することになる。      

前処理工程は、スクリーンや油分除去などの物理的な固液分離方式が一般的に採用されており、

選定にあたっては、排水量（時間最大排水量）および排水性状を考慮し、汚濁負荷低減の効率的な

処理方式を組み合わせることが必要である。   

また、食肉処理施設の排水特性として、稼働日の作業時間帯（６～８時間）に排水が集中して流入

する。更に作業の特性上で水質の負荷変動も大きいため、次工程の生物処理工程を安定して運転さ

せるためには、排水を 24時間にわたって均一に流入できる流量調整機能をもった貯留槽を設ける必

要がある。 

 

生物処理工程 
(2 次処理) 

高度処理工程 
(3 次処理) 

汚泥処理工程 (後処理) 

食肉処理施設 
排水 

放流 
前処理工程 
(1 次処理) 

資源化、処分 

図-2 排水処理施設の基本工程 
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表-5 主な前処理方法 

主な設備 処理方式 処理対象 

スクリーン 物理学的方式 
夾雑物（肉片、脂肪片、胃腸内容物、 

毛、皮など） 

沈降分離 物理学的方式 微細な夾雑物（浮遊物質（SS）） 

浮上分離 物理学的方式 微細な夾雑物、油分（ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質） 

凝集処理 化学的方式 微細な夾雑物、油分（ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質） 

pH調整 化学的方式 排水・汚泥の中和及び pH調整操作 

 

【生物処理工程】 

食肉処理施設の排水性状は、典型的な有機性排水であるため生物学的な処理方式が一般的で

あり、ほとんどの食肉処理施設で「活性汚泥法」や「回転円板法」が採用されている。 

生物処理工程は、前処理で除去しきれなかった排水中の汚濁物（有機物）を微生物の働きにより

分解・除去する。通常、この工程では、血液由来及び腸管内容物の溶解性成分を主体とした汚濁物

質を生物学的に分解させることで放流水の水質を基準値以下までにさせる重要な工程である。 

主な生物処理方法は図-3 に示したとおり、大きく分けて好気性処理と嫌気性処理に分けられる。

好気性処理法は好気性微生物を利用して、酸素の存在する条件下で有機物を二酸化炭素(CO2)と

水(H2O)に、嫌気性処理法は嫌気性微生物を利用して、酸素の存在しない条件下で有機物を二酸

化炭素とメタン(CH4)に分解する。食肉処理施設の殆どが好気性生物処理法を採用しており、送風機

などで強制的に空気を曝気槽（生物反応槽）に送り込み、酸素の存在下で好気性微生物群によって

有機物を分解・除去させる方法で、主流となる活性汚泥法(図‐4)はこの方法である。  

表-6に各種生物処理方法の特徴を示した。 
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  好気性処理   活性汚泥法  
 
標準活性汚泥法 
二段酸化活性汚泥法 
膜分離活性汚泥法 

       
       
        

     生 物 膜 法  
 
回転円板法 
固定ろ床法 
流動担体法 
 

       

生物処理       

        

     硝化脱窒法  循環脱窒法 

        

  嫌気性処理   メタン発酵法  
 
嫌気ろ床法 
嫌気流動床法 
UASB法 
 

       

       

図-3 主な生物処理方法 

 

 

 

 

 

曝気槽 

図-4 活性汚泥処理法の基本フローシート 

濃縮槽 

汚水 放流 
調整槽 

資源化、処分 

← 前処理工程  → ←   生物処理工程  → 

(吸着、酸化、同化) 

← 汚泥処理 → 

沈殿槽 

脱水機 

スクリーン 

加圧 
浮上槽 

返送汚泥 

空気 排水と活性汚泥の混合 
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表-6 各種生物処理法の特徴 

方 式 

項 目 

好 気 性 処 理 嫌 気 性 処 理 

活 性 汚 泥 方 式 生 物 膜 法 
嫌 気 性 ろ床 法 Ｕ Ａ Ｓ Ｂ 法 

標準活性汚泥法 二段酸化法 膜分離活性汚泥法 回 転 円 板 法 接触ばっ気方式 流 動 担 体 法 

特 徴 

浮遊微生物を利用し

て強制ばっ気による

溶存酸素の存在下、

有機物の分解、沈殿

除去を行う。 

生物処理法の基本と

なる方法。処理効率

も良い。 

 

２段階の活性汚泥処

理により、高濃度排

水に対応。窒素・リン

除去にも有効 

 

沈殿分離による固液

分離の代わりに膜を

利用するもので、沈

殿槽が不要となる。

良好な処理水が得ら

れ設備が小さくなる。 

各種材質からなる円

板体の半分を接触槽

に浸漬、回転させ円

板体表に固着した生

物膜により空気中、

水中の両面で有機

物の分解を行う。ブロ

ワは不要となる。 

ばっ気槽に接触ろ材

を充填し、固着した

生物膜により有機物

の分解を行う。酸素

の供給はブロワにて

行う。 

ばっ気槽に担体

を充填し、固着し

た生物膜により有

機物の分解を行

う。表面積が大き

いため多くの微生

物を保持できる。 

生物膜の閉塞が

ない。 

嫌気性ろ床槽に

担体を充填し、固

着した嫌気性細

菌を用いて有機

物の分解を行う。

所要動力が少なく

経済的、メタンガ

スも回収できる。 

自己造粒作用によっ

て形成したグラニュ

ールを用いて有機物

の分解を行う。嫌気

性細菌が高濃度に

保持できるため、高

負荷処理が可能 

装置の構造、 

面積 

構造はやや複雑 

面積は広め 

構造はやや複雑 

面積は広め 

構造はやや複雑 

面積は小さめ 

構造は簡便、 

面積は狭い 

構造は簡便、 

面積は狭い 

構造は簡便、 

面積は狭い 

構造は簡便、 

面積は狭い 

構造は簡便、 

面積は狭い 

処

理

機

能 

処 理 水 質 良い 良い 非常に良い 

良い 

（透視度やや悪い） 良い 

（透視度やや悪い） 

良い 

（透視度やや悪

い） 

悪い 

好気性処理との

組み合わせが必

要 

悪い 

好気性処理との組み

合わせが必要 

負 荷 変 動 

対 応 性 

有 

（送気量、返送汚泥

の調整） 

有 

（送気量、返送汚泥

の調整） 

有 

（送気量、返送汚泥

の調整） 

普通 

（調整要素少ない） 

有 

（送気量の調整） 

有 

（送気量の調整） 

有 

（目詰まり対策要） 

普通 

（調整要素少ない） 

返 送 汚 泥 有 有 有 無 無 無 無 無 

動 力 ブロワ、返送ポンプ ブロワ、返送ポンプ 
ブロワ、返送ポンプ

膜吸引ポンプ 
円板回転モータ ブロワ ブロワ ポンプ ポンプ 

水 温 

（温度特性 ） 
10℃程度以上 同左 同左 同左 同左 同左   

余 剰 汚 泥 比較的多い 比較的多い 比較的多い 少ない 少ない 少ない 非常に少ない 非常に少ない 

臭 気 低い 低い 低い 
高負荷時に発生する

ことがある。 
低い 低い 有 有 

維

持

管

理 

管 理 の 

専 門 度 
やや高い やや高い やや高い 低い 低い 低い 低い やや高い 

管 理 の 

難 易 度 
やや難しい やや難しい 

膜の管理に 

技術が必要 
比較的容易 比較的容易 比較的容易 比較的容易 やや難しい 

点検箇所数 多い 多い 多い 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない 

運転休止後

の回復 

一日程度の休止であ

れば回復早い 

一日程度の休止であ

れば回復早い 比較的早い 生物膜の乾燥弱い 比較的早い 比較的早い 
一日程度の休止

であれば回復早

い 

一日程度の休止であ

れば回復早い 

充填材等の 

目詰まりの

可能性およ

び対策 

無い 無い 
膜の定期的 

洗浄が必要 

ろ材の目詰まりあり 

空気逆洗浄が必要 

ろ材の目詰まりあり 

空気逆洗浄が必要 
無い 

ろ材の目詰まりあ

り 

逆洗浄の必要あり 

無い 

注）各生物処理方法の性能比較は、標準活性汚泥法と比較した。 
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【高度処理工程】 

高度処理工程は、一般的な活性汚泥法のような生物処理工程で十分に除去できない栄養塩類

（窒素やリン）や生物難分解性物質（COD）、微細な浮遊物質（SS）、微量な溶解性有機物（BOD）な

どの除去を目的としており、放流基準や処理水の再利用に要求される水質にあわせて処理方式を選

定する。 

主な高度処理方法は、窒素除去は生物学的脱窒法、リン除去は凝集分離法、COD 除去は化学

的酸化法や活性炭吸着法、微細浮遊物質は砂濾過法や膜分離法、溶解性有機物は膜分離法、化

学的酸化法、活性炭吸着法などが採用されている（表-7）。 

 

表-7 主な高度処理方法と除去対象物質 

除去対象物質 

処理方法 
BOD COD SS 窒素 リン 

生物学的法 ◎ ◎ ○ ◎  

凝集分離法   ◎  ◎ 

化学的酸化法 ○ ◎    

活性炭吸着法 ○ ◎    

砂濾過法   ○   

膜分離法 ○  ◎  ○ 

化学的酸化法  ◎    

活性炭吸着法 ○ ◎    

 

【消毒工程】 

排水処理施設から公共用水域に放流する処理水中の有害細菌等を消毒するための工程である。

大腸菌群は、放流水の水質の基準で 3000 個/mℓ以下に規定されているため、処理水を適正に消毒

し、基準を守るように努めなければならない。 

消毒に使用される薬剤は、固形次亜塩や次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素化合物が最も多く採用

されている。消毒設備は、塩素剤溶液を定量的に供給する薬液注入ポンプと塩素剤貯留タンク及び

接触槽で構成されている。 

 

【汚泥処理工程】 

食肉処理施設の排水処理施設から発生する汚泥は、①スクリーン篩渣汚泥、②油分除去汚泥（浮

上スカム）、③生物処理工程で生産される余剰汚泥である。「スクリーン篩渣汚泥」は水切れが比較的

良いため、篩渣汚泥として篩い分け後は水切りされ、そのまま産業廃棄物処理または堆肥化処理に

移行されるが、浮上分離槽などから排出される「油分除去汚泥」や生物処理由来の「余剰汚泥」の組
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成は、ほとんどが水分であるために嵩（容量）が大きく取り扱いも悪い。汚泥処理工程はこれらの汚泥

を最終処分あるいは有効利用することを目的として、濃縮、脱水、乾燥、焼却処理などにより減量・安

定化させる工程である。 

図-5 に、汚泥処理工程の基本フローを示す。食肉処理施設の汚泥処理工程は、濃縮、脱水の処

理までが一般的であるが、汚泥資源化による有効利用を目的として、乾燥・炭化や堆肥化などを採用

しているところもある。汚泥の有効利用を安定的に行うには、その地域の実情に即した利用方法につ

いて各分野から十分に検討することが望ましい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生汚泥 濃縮 機械脱水 焼却 

堆肥化 

乾燥・炭化 

 利用、最終処分 

利用 

利用 

図-5 汚泥処理工程の基本フロー 

薬品添加 

油分除去汚泥 

余剰汚泥 
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（９）排水処理水の放流場所及び余剰汚泥の処理方式の違いによるコストの比較方法 

食肉処理施設の再編整備計画書の作成に当たって、施設の設置場所によっては河川放流ができ

ず、公共下水に放流しなければならない場合があり、それぞれについて、イニシャルコストとランニ

ングコストを計算しなければならない。また、排水処理のランニングコストで大きな負担となっている

余剰汚泥派処理のランニングコストを低減化する手法として、余剰汚泥を堆肥化する場合がある

が、堆肥化するためには堆肥化施設の設備が必要であり、イニシャルコストとランニングコストを計

算し、コスト比較を行い、余剰汚泥の処理方法を決定する必要がある。 

排水処理に必要なコストは、処理水量、処理水の性状及び排出基準により大きく変わることとな

るので、再編整備計画の策定に当たっては、再編整備する食肉処理施設の排水処理量、処理水

の性状及び求められる排水基準を調書し、検討することが必要である。排水処理コストを比較検討

するための事例として、放流場所が「河川放流」と「下水放流」に分け、イニシャルコストとランニング

コストを比較した。また、余剰汚泥を「堆肥化処理」と「産業廃棄物処理」についてイニシャルコストと

ランニングコストを比較した。事例では、１日当たりの処理規模を牛１００頭、豚１，０００頭とし、牛の

豚換算を４頭として、豚換算１，４００頭規模についてコストの比較を行った。なお、処理コスト単価

では（一般財団法人）畜産環境整備機構の「家畜ふん尿処理施設、機械選定ガイドブック」を参考

処理単価を設定した。 

ア 規模設定と排水量 

畜種 処理頭数 排水量単位／頭 排水量／日 

豚 １，０００頭   

牛 １００頭   

豚換算 １，４００頭 １．２㎥ １，６８０㎥ 

 

イ 流入原水の性状 

流入原水濃度（スクリーン処理をした調整槽汚水）          （１事例の測定値を示す） 

項目 性状 平均性状 

ｐＨ      ６．０～８．０ ７．０ 

ＳＳ ㎎/ℓ     ７５４～１，４００ １，０８０ 

ＢＯＤ ㎎/ℓ     １，４００～１，６２０ １，５１０ 
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COD ㎎/ℓ     ７１０ ７１０ 

ＣＯＤｃｒ ㎎/ℓ      ３，０００ 

ｎ－ＨＥＸ ㎎/ℓ     ９１．３～２３０ １６１ 

Ｔ－Ｎ ㎎/ℓ     ３１０～４４９ ３８０ 

Ｔ－Ｐ ㎎/ℓ     １９～６０ ４０ 

 

ウ 処理水の水質性状 

河川放流                                 （地域規制の一事例を示す） 

項目 性状 

ｐＨ  ６．０～８．０ 

ＳＳ ㎎/ ℓ ５以下 

ＢＯＤ ㎎/ ℓ ２５以下 

COD ㎎/ ℓ ２５以下 

ｎ－ＨＥＸ ㎎/ ℓ ２．０以下 

Ｔ－Ｎ ㎎/ ℓ ３０以下 

Ｔ－Ｐ ㎎/ ℓ ５以下 

 

エ 下水放流の水質性状                        （一般的な受入基準値を示す） 

項目 性状 

ＢＯＤ ㎎/ℓ ６００以下 

 

オ 汚泥排出量の設定（設定条件） 

○ スクリーン汚泥（推定値） 「除去率 ＳＳ ２５％とする」 

ＳＳ：１，０８０ｍｇ/ℓ÷（１－０．２５）＝１，４４０ｍｇ/ℓ×０．２５＝３６０ｍｇ/ℓ×１，６８０㎥＝

６０５ｋｇ 

スクリーン残渣現物「水分 ８０％」 

ＳＳ ６０５ｋｇ÷（１－０．８）＝３，０２５ｋｇ／日 
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○ 浮上分離汚泥「除去率 ＳＳ ２５％、ＢＯＤ２５％」 

ＳＳ：１，０８０ｋｇ/ℓ×０．２５×１，６８０㎥＝４５４ｋｇ／日 

浮上分離汚泥現物「水分 ８５％」 

ＳＳ：４５４ｋｇ÷（１－０．８５）＝３，０２６ｋｇ／日 

○ 余剰汚泥 

浮上分離処理水の「ＳＳ×０．７＋ＢＯＤ×０．３」、脱水汚泥の水分 ８０％ 

（試算値） 

（ＳＳ １，０８０ｍｇ/ ℓ×（１－０．２５）×０．７）＋（ＢＯＤ １，５１０ｍｇ/ｌ×（１－０．２５）×

０．３）×１，６８０㎥＝１，５２４ｋｇ／日 

現物汚泥排出量：１，５２４ｋｇ÷（１－０．８）＝７．６ｔ／日 

○ 現物汚泥量の計 

ＤＭ：６０５ｋｇ＋４５４ｋｇ＋１，５２４ｋｇ＝２，５８３ｋｇ 

現物：３．０ｔ＋３．０ｔ＋７．６ｔ＝約１３．６ｔ／日 

カ 凝集剤必要量 

○ ポリマー：１．７％／汚泥ＳＳｋｇ 

４５４ｋｇ＋１，５２４ｋｇ＝１，９７８ｋｇ×０．０１７／汚泥ｋｇ＝３３．６ｋｇ／日 

キ 消費電力量の設定（概算） 

周年稼動の場合は２．０～３kWｈ／BODｋｇであるが、年２５０日稼動では空ばっ気があり実

施例では２．５～４．０kWｈ／BODｋｇの幅がある。 

よって、３．５kWｈ／BODｋｇとし、処理日数を３００日として設定する。 

ＢＯＤ：１，５１０ｍｇ/ ℓ×（１－０．２５）×１，６８０㎥×３．５kWｈ／BODｋｇ＝６，６６０kwｈ／日 

ク 排水処理 

基本的に、河川放流と下水放流では放流水の水質基準が異なることから、水質基準に対応

できる処理方式の選択肢とそれに伴う維持管理費用が必要となる。 

１） 河川放流の処理工程 

処理方式は、処理水の BOD ２５ｍｇ/ ℓ；に対応し、しかもバルキング対応等処理水の水

質安定化を図ることから膜分離活性汚泥法を採用する処理工程例。 
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「処理工程例」 

流入原水    粗めスクリーン      微細スクリーン          調整槽 

       放流       膜分離槽   活性汚泥ばっ気槽      浮上分離槽 

 

汚泥濃縮槽    汚泥脱水機    汚泥貯留槽    搬出 

 

ケ 主要な設備と容量 

○ 調整槽容量 

容積：１，６８０㎥×３日＝５，０４０㎥（有効容積） 

○ ばっ気槽容量（膜分離活性汚泥法） 

流入ＢＯＤ：１，５１０ｍｇ/ ℓ×（1－０．２５）＝１，１３３ｍｇ/ ℓ×１，６８０㎥＝１，９０３ｋｇ 

容積：１，９０３ｋｇ÷負荷量１．０ｋｇＢＯＤ／㎥＝１，９０３㎥×１．２＝２，２８０㎥（有効容積） 

○ 膜分離（平膜） 

膜の枚数：１，６８０㎥÷通過速度０．４㎥／㎡・日÷０．８㎡／枚＝５，２５０枚 

 

コ 下水放流の処理工程 

受入れ水質がＢＯＤ：６００ｍｇ/ｌは一般的な活性汚泥法による処理が安定処理と言える。 

「処理工程例」 

流入原水    荒めスクリーン      微細スクリーン          調整槽 

      下水放流       沈殿槽   活性汚泥ばっ気槽      浮上分離槽 

 

汚泥濃縮槽    汚泥脱水機    汚泥貯留槽    搬出 

○ 調整槽容量 

容積：１，６８０㎥×３日＝５，０４０㎥（有効容積） 

○ ばっ気槽容量 

流入ＢＯＤ：１，１３３ｍｇ/ ℓ×１，６８０㎥＝１，９０３kg 

容積：１，９０３kg÷負荷量０．７kgBOD／㎥＝２，７２０㎥×１．２＝３，２６４㎥（有効容積） 
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サ 汚泥の堆肥化処理 

1） 浄化処理から排出する汚泥量と堆肥化処理 

○ 現物排出量：ＤＭ ２，５８３kg／日  現物量 １３．６t／日 

○ 縦型密閉式高速発酵法による堆肥化処理 

処理条件は、堆肥化期間 １５日間、分解率 ３０％、熱量４，０００Ｋcal／kg、 

水分蒸発量：DM２，５８３kg×０．３＝７７５kg×４，０００Kcal/kg÷８００Kcal／ℓ＝３．９ｔ蒸発 

廃白土添加 ２０％：２．５ｔ×０．２＝０．５ｔ×３，０００Ｋcal／kg÷８００Ｋcal／ℓ＝１．９ｔ蒸発水 

堆肥量：１３．６ｔ＋０．５ｔ－（２．５８ｔ×０．３ｔ＝０．７７ｔ）－３．９ｔ－１．９ｔ 

＝約７．５ｔ／日 ÷０．５嵩比重＝約１．５㎥ 

水分：水１１ｔ－５．８ｔ÷７．５ｔ×１００＝６９％ 

高速発酵施設：１３．６ｔ＋０．５ｔ×15日＝２１２ｔ÷０．７＝３０２㎥ 

基数：３０２㎥÷８０㎥／基＝４基 

○ ロックウール式等の生物脱臭施設の設置 

 

シ 建設費・ランニングコストの概算 

建設コスト 

① 河川放流 

① 浄化施設建設単価 ５００，０００円／㎥ 

１，６８０㎥×５００，０００円／㎥＝８．４億円 

② 分離膜 単価 ２５，０００円／枚 

５，２５０枚×２５，０００円／枚＝１．３億円 

億却費：１．３億円×０．９÷５年＝２，３４０万円／年 

③ 堆肥化施設 単価４０，０００，０００円／基 

４基×４０，０００，０００円／基＝１．６億円 

「建設費計：１１．３億円」 

「年償却費」 （１５年償却とする） 

①＋③：１０億円×０．９÷１５年＝６，０００万円／年） 

（①＋②＋③の計＝８，３４０万円／年 
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② 下水放流 

① 浄化施設建設単価 ３００，０００円／㎥ 

１，６８０㎥×３０，０００円／㎥＝５．０４億円 

② 堆肥化施設 単価４０，０００，０００円／基 

４基×４０，０００，０００円／基＝１．６億円 

「建設費計：６．６４億円」 

「年償却費」 （１５年償却とする） 

６．６４億円×０．９÷１５年＝３，９８４万円／年 

ス ランニングコスト 

（ア） 河川法流 

① 電気料 単価１５円／kWｈ 

６，６６０kwｈ／日×１５円／kWｈ×３００日／年＝２９，９７０，０００円／年 

② 凝集剤費 単価７００円／ｋｇ 

３３．６ｋｇ／日×７００円×２５０日／年＝５，８８０，０００円／年 

③ 堆肥化処理費 

１３．６ｔ×単価９５０円／ｔ×２５０日／年＝３，２３０，０００円／年 

④ 汚泥の産廃処理 単価２０，０００円／ｔ 

１３．６ｔ×単価９５０円／ｔ×２５０日／年＝６８，０００，０００円／年 

計 ①＋②＋③＝３９，０８０，０００円 

計 ①＋②＋④＝１０３，８５０，０００円 

（イ） 下水放流 

① 電気料 単価１５円／kWｈ 

６，６６０kwｈ／日×１５円／kWｈ×３００日／年＝２９，９７０，０００円／年 

② 凝集剤費 単価７００円／ｋｇ 

３３．６ｋｇ／日×７００円×２５０日／年＝５，８８０，０００円／年 

③ 公共下水放流料 

１，６８０㎥×単価２５０円／㎥×２５０日＝１０５，０００，０００円 
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④ 堆肥化処理費 

１３．６ｔ×単価９５０円／ｔ×２５０日／年＝３，２３０，０００円／年 

⑤ 産廃処理 単価２０，０００円／ｔ 

１３．６ｔ×２０，０００円／ｔ×２５０日／年＝６８，０００，０００円／年 

計 ①＋②＋③＋④＝１４４，０８０，０００円 

計 ①＋②＋③＋⑤＝２０８，８５０，０００円 

セ 放流場所、堆肥化処理、産業廃棄の違いによるイニシャルコスト、ランニングコスト 

の集計表 

方式 償却費／年 ランニングコスト／年 計／年 

（１）河川放流 

建設費 

１１．３億円 

８３，４００千円 
堆肥：３９，０８０千円 

産廃：１０３，８５０千円 

１２２，４８０千円 

１８７，２５０千円 

（２）下水放流 

建設費 

６．６４億円 

３９，８４０千円 
堆肥：１４４，０８０千円 

産廃：２０８，８５０千円 

１８３，９２０千円 

２４８，６９０千円 

処理コスト比較の結果のまとめ 

① 処理コストの比較に当たっては、各処理単価の設定が重要であり、本項ではこれまでの実施例を

参考に設定しているが、施設計画に当っては施設規模及び処理方法や、各と蓄場地域の地域規

制及び受入単価など調査のうえ適切な処理単価を設定し、より精密度の高いコスト比較が必要で

ある。 

② 事例による結果は下水放流は処理の維持管理は容易であるが、放流価格によってはかなりコスト

高になる。また、何れのケースも汚泥のサンパお処理は非常にコスト高になる。 

③ 汚泥の堆肥化処理は産廃処理に対してコスト低減になるが、堆肥の利用方法が重要である。以前

に発症した BSE問題が完全に解消されていない現在、堆肥の利用は牛の飼料として利用されな

い農地への利用になるが、農業者の高齢化等から堆肥の利用は地域的にも限定的と思われる。し

かし、堆肥の運搬と散布の取り扱いまで行うことにより堆肥の利用拡大が期待されるので地域内利

用の検討が重要である。また、堆肥の販売は肥料取締法に基づき汚泥堆肥として一般肥料登録

が必要である。 
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（１０）財務計画の作成方法 

ア．財務計画書の作成の必要性 

食肉処理施設の再編整備計画の目的の一つは、安定した経営の継続である。安定した経営を

継続するためには利益の創出が必要であり、再編整備計画の事業計画に基づき事業を実施し

た場合、目的とする利益が得られるがどうかを財務計画書を作成し、検証することが必要である。 

再編整備計画に基づいて再編整備事業を実施することに当たっては、施設整備費等に多額の

資金を要することとなり、経営面で失敗は許されないことから、再編整備後の食肉処理施設の経

営状況を把握するための財務計画書を作成することが必要である。特に、国や都道府県等の地

方公共団体の助成や金融機関から資金を借り入れて再編整備を行う場合は、これら機関の理解

を得て事業の実施が必要となり、財務計画書を作成し、再編整備後の経営が健善であることを

示し、理解を得ることが必要である。 

イ．財務計画書の種類と作成方法 

食肉処理施設の再編整備に当たっては、再編整備の経営状況を判断するため、「損益計算書」

と「キャッシュフロー計算書」を作成することが必要である。食肉処理施設の再編整備後の経営

は計画した処理頭数（平年ベース）になるのに数年を要することから、経営開始当初は、収益額

が少ないうえに固定資産税や減価償却費等が嵩ばみ、利益が出るのに数年を要する場合があ

り、再編整備数後年間は欠損金を生じ、処理頭数が計画頭数になるにつれ利益を生む場合が

多いことから、再編整備後の経営状況を検討するためには「損益計算書」及び「キャッシュフロー

計算書」とも１０ヵ年ほどの長期計画書の作成が必要である。財務計画書の作成は、まず損益計

算書を作成し、損益計算書によりキャッシュフロー計算書を作成する。損益計算書を作成するた

めには、まず、再編整備計画書での年次別の処理頭数又は販売数量を収益の「制約要因」と

し、制約要因である処理頭数にと畜料金を乗じ、と畜料収益を算出し、販売数量に販売価格を

乗じ販売収益を算出し、その年度の収益を算出する。一方、費用は再編整備を行う食肉処理施

設の再編整備前の年度を基準年度とし、その基準年度の損益計算書の費用を変動費と固定費

に区分する。再編整備後の各年度の費用は、変動費については、基準年の収益と再編整備後

の各年度の収益比率を基準年度の変動費に乗じることで再編整備後の各年度の変動費を算出

する。算出した各年度変動費に基準年度の固定費を加算することで各年度の費用を算出する。 
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（ア）再編整備後の各年度の売上高の算出方法 

再編整備後の各年度の損益計算書を作成する場合、まず売上高の「制約要因」を設定

する。委託により、と畜・解体を行っている場合は、当該年度のと畜・解体頭数、委託によ

り部分肉処理を行っている場合に部分肉処理頭数、製品の販売を行っている場合は品

目別の販売数量が制約要因となる。委託によりと畜・解体と部分肉処理を行っている場合

再編整備後各年度の売上高は各年度のと畜・解体頭数にと畜料金を乗じた額に部分肉

処理頭数に一頭当りの部分肉処理料金を乗じた額を加算した額となる。 

（実例） 

Ａ食肉センターの事業計画書 

（牛のと畜・解体頭数） 

１年目：１００頭 

２年目：１２０頭 

３年目：１５０頭 

（牛の部分肉処理頭数） 

１年目：５０頭 

２年目：８０頭 

３年目：１００頭 

稼働日数：２４０日 

と畜・解体料金：１０，０００円 

部分肉処理料金：３０，０００円 

（売上高） 

１年目＝と畜料収益    ２４０，０００千円（１００頭×２４０日×１０，０００円） 

     部分肉処理収益 ３６０，０００千円（５０頭×２４０日×３０，０００円） 

                               計  ６００，０００千円 

２年目＝と畜料収益     ２８８，０００千円（１２０頭×２４０日×１０，０００円） 

     部分肉処理収益  ５７６，０００千円（８０頭×２４０日×３０，０００円） 

                               計  ８６４，０００千円 

（注）制約要因とは、再編整備計事業計画において数値として、客観点に得られることが
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必要であり、各年度別にその数値を決めることとなる「と畜・解体頭数」、「部分肉処

理頭数」「製品販売量」等が該当する。 

（イ）再編整備後の各年度の費用の算出方法 

売上高については制約要因であると畜・解体頭数等から、各年度の売上高は算出する

ことができるが、売上に要した費用については再編整備を行う食肉処理施設の損益計画

書の基準年度の費用を用いることにより、再編整備後の各年度の費用を算出することが

できる。基準年度の損益計算書は再編整備前の直近の年度とする場合が多いが、再編

整備前の損益計画書の数値の変動が大きい場合は、３ヶ年間の平均値を用いられること

が必要である。再編整備後の各年度の売上高に対応する費用の算出方法は基準年度

の費用を固定費と変動費に区分し基準年度の変動費に当該年度の売上高に対する基

準年の売上高の比率を乗じることにより当該年度の変動費を算出することができる。固定

費は基準年度の固定費を当該年度の固定費とすることで、各年度の売上高に対する費

用を算出することができる。但し、固定費の科目で人件費、減価償却費等については事

業規模の拡大や施設の整備に伴い、人件費や減価償却費は基準年の固定費と異なるこ

とになり、それぞれ必要な額を計算し、固定費とすることが必要である。 

（事例） 

アの事例で用いたＡ食肉センターの事例を用いて再編整備後の損益計算書を作成する。 

（基準年度の損益計算書） 

売上高  ４８０，０００千円 

費用   ４７０，０００千円 

損益    １０，０００千円 

費用を固定費と変動費に分ける 

固定費： ３２９，０００千円 

変動費： １４１，０００千円 

 計  ： ４７０，０００千円 

（A食肉センターの再編整備後の損益計算書）   

 

 （千円） 
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科目 
基準年度 

（金額） 

１年度目 ２年度目 ３年度目 

金額 根拠 金額 根拠 金額 根拠 

売上高 

（基準度

の割合） 

４８０，０００ 

（１００） 

６００，０００ 

（１２５） 

 

８６４，０００ 

（１８０） 

 

１，０８０，０００ 

（２２５） 

 

費用 

（固定費） 

（変動費） 

４７０，０００ 

（３２９，０００） 

（１４１，０００） 

５０５，２５０ 

（３２９，０００） 

（１７６，２５０） 

 

 

141,000×1.25 

５８２，８００ 

（３２９，０００） 

（２５３，８００） 

 

 

141,000×1.8 

６４６，２５０ 

（３２９，０００） 

（３１７，２５０） 

 

 

141,000×2.25 

損益 １０，０００ ９４，７５０  ２８１，２００  ４３３，７５０  

注）事例の損益計算書は、固定費が再編整備後変動しない前提で計算しているが、再編整備にお 

いて事業量が増加すれば人件費が増加し施設整備を行えば減価償却費が増加する。 

また、施設の整備に伴い、不動産取得税や国定資産税が発生することから、これらの費用を計算し、

固定費として計上することが必要である。 

 

ウ．事例による損益計算書作成事例 

（B食肉センターの現状） 

○ 業務内容：委託による豚のと畜・解体 

○ 処理能力：４２０頭 

○ 作業員数：２２人 

（B食肉センターの再編整備計画） 

○ 施設整備 ６億円 

（３億円自己調達、３億円借入） 

借入条件：１５年完全均等払、利息２％／年 

借入時期 施設整備完了年度の末日 

○ 作業員数：２５人 

○ X年度を基準年度とし、X＋１年度に施設整備を行い、X＋２年度から新施設で事業を行う。 

○ 事業量（豚のと畜・解体頭数、１日平均）計画 
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 （頭） 

区分 
X 年度 

（基準年度） 
X+２ X+３ X+４ X+５ X+６ X+７ X+８ X+９ X+10 X+11 

豚のと畜・ 

解体頭数 
420 500 580 640 640 640 640 640 640 640 640 

損益計算書の作成 

(ア) 売上高 

◦ 売上高の制約要因を豚のと畜・解体頭数とする。 

◦ 年間稼働日数 ２４０日、と畜料金：２，３４０円（と畜・解体料 ２，０００円、内臓処理料 ３４０円） 

X＋２年度の売上高 ５００頭×２４０日×２，３４０円 

（年度別売上高） 

 （千円） 

区分 
X 年度 

（基準年度） 
X+２ X+３ X+４ X+５ X+６ X+７ X+８ X+９ X+10 X+11 

と畜料 

収入 
235,872 289,800 325,728 359,424 359,424 359,424 359,424 359,424 359,424 359,424 359,424 

(イ) 費用 

（B食肉センターの X年度（基準年度）の損益計算書）                    （千円） 

科 目 金 額 備 考 

売上   

と畜料等収入 235,872 と畜料（420 頭×240 日×2,000 円） 

売上原価 197,447 内臓処理料（420 頭×240 日×340 円） 

売上総利益 38,425  

販売費・一般管理費 35,683  

営業利益 2,742  

営業外利益 4,050  

営業外費用 3,000  

経常利益 3,792  
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（売上原価明細書） 

（千円） 

科 目 金 額 備 考 

人件費 117,489  

電力費 13,130  

水道光熱費 13,785  

保守修繕費 13,437  

消耗品費 2,121  

排水処理費 18,128  

租税公課 6,920  

減価償却費 9,495  

その他 2,942  

 

（売上原価科目の固定費と変動費の区分） 

 売上原価科目の「固定費」と「変動費」の区分は、売り上げの変動により変動する科目を変動

費とする。変動しない科目は固定費とするが、人件費は事業の増加に必要な人件費を計上す

る。 

 保守修繕費は整備後は小さいが、過去の補修修繕費の動向を調査し、年次別の修繕費を

算出する。 

 租税公課に係る固定資産税、不動産取得税等を計上する。 

 

X年度の売上原価科目の固定費と変動費の分類                       （千円） 

科目 金額 固定費 変動費 備考 

人件費 117,489 117,489 0 ・人件費は固定費

に分類されるが、

整備後の事業実施

に必要な金額を計

上する。 

・修繕費は整備費

当初は少ないが、

年次に応じて増額

する。 

電力費 13,130 0 3,130 

水道光熱費 13,785 0 13,785 

保守修繕費 13,437 - - 

消耗品費 2,121 0 2,121 

排水処理費 18,128 0 18,128 

租税公課 6,920 6,200 0 

減価償却費 9,495 9,495 0 

その他 2,942 2,942 0 
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（整備後の各年度の売上原価の計算方法） 

◦ 売上原価のうち、変動費については、基準年度の売上高に対する整備後の各年度の売

上高の比率を基準年度の変動費に乗じて算出する。 

◦ 固定費に分類される「人件費」、「保守修繕費」、「租税効果」については次より算出する。 

（人件費） 

 人件費は固定費に分類されるが、再編整備後の年度ベースの事業量に見合う人件費を計上 

事例では、作業員 22人を整備後 25人とする。 

 3人×5,108千円（117,499千円/22人）＝15,324千円を追加する。 

 

（保守修繕費） 

 保守修繕費は再編整備初年度は少なくし、年次を経るごとに増加させる。 

事例では初年度は基準年の 2 分の１とし、その後年度 10％ずつ増加させる等、食肉処理施設の

実態に応じた経費を計上する。 

 

（租税公課） 

 租税公課は整備の新設に伴う固定資産の増加額が加わる 

事例では整備費の固定資産増加分 600,000千円の税率 

1.4％を基に X年度の租税公課を加える。 

 （X+2年度(固定資産税)600,000 千円×1.4%+8,400 千円（X年度の租税公課）） 

 （X+3年度(固定資産税)（600,000 千円-36,000 千円（減価償却費））×1.4%+7,896 千円）） 

 

 年度別の固定資産税 （千円） 

区 分 X+2 X+3 X+4 X+5 X+6 X+7 X+8 X+9 X+10 X+11 

評価額 600,000 564,000 528,000 492,000 456,000 420,000 384,000 348,000 312,000 276,000 

減 価 

償却費 
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

固 定 

資産税 
8,400 7,896 7,392 6,888 6,384 5,880 5,376 4,872 4,368 3,864 

（減価償却費） 

・減価償却費は固定資産増加分（整備費）６００，０００千円を償却年数１５年の定額法によ

り計上する。 

 事例 ６００，０００千円×０．９×１/１５＝３６，０００千円 
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（X＋2年度の売上原価明細書の計算事例）                 （千円） 

科目 X年度 X＋２年度 

 （基準年度） 金額 備考 

売上高 

（X年度 １００） 

 

（売上原価） 

人件費 

電力費 

来道光熱費 

保守修繕費 

消耗品費 

排水処理費 

租税公課 

減価償却費 

その他 

計 

２３５，８７５ 

（１００） 

 

 

１１７，４８９ 

１３，１３０ 

１３，７８５ 

１３，４３７ 

２，１２１ 

１８，１２８ 

６，９２０ 

９，４９５ 

２，９４２ 

２５９，４１５ 

２８０，８００ 

（１１９．０） 

 

 

１３２，８１３ 

１５，６２４ 

１６，４０４ 

６，７１９ 

２，５２４ 

２１，５７２ 

１５，３２０ 

４５，４９７ 

２，９４２ 

２５９，４１５ 

 

 

 

 

作業員→２５人 

１３１３０×１．１９ 

１３，７８５×１．１９ 

固定費の説明 

２，１２１×１．１９ 

１８，１２８×１．１９ 

固定費の説明 

固定費の説明 

 

 

  



74 

（販売費・一般管理費） 

 新たな事業を開始する場合は事業を強化するため販売費・一般管理費を増加するが事例

の場合は事業内容が変わらないがHACCPシステムによる品質管理体制を強化するため、品

質管理部署を設け人件費 7,000 千円を増額した。 

 

（事業外損益） 

 事業外収益は、利子等の収益であるが、事業計画においては、基準年と同額とする。 

事業費用は借入金の利息額を計上する。 

事例の場合は、借入金 300,000 千円を償却期間 15 年の返済元金均等払いとし、利息は年

2％とする（借入金の時期：X+1 年度の末期） 

事例の X+2 年度の事業外費用は、X+2 年度の借入金の利息（6,000 千円）に基準年（X 年

度）の事業外費用（3,000 千円）を加えた額とする。 

 

（借入金の年償還額及び支払利息） 

区分 X+1 X+2 X+3 X+4 X+5 X+6 X+7 X+8 X+9 X+10 

借入金残高 300,000 280,000 260,000 240,000 220,000 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 

返済額  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

支払利息  6,000 5,600 5,200 4,800 4,400 4,000 3,600 3,200 2,800 

 

区分 X+11 X+12 X+13 X+14 X+15 X+16 

借入金残高 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 

返済額 20,000 20,000 20,000 20000 20000  

支払利息 2,400 2,000 1,600 1,200 800 400 

注） 借入金 ： 300,000 千円 

 借入金時期 ： 事業開始年度末 

 償還年数 ： 15 年 

 償還方法 ： 元金均等払 

 借入利息 ： 2.0％／年 

 償還時期 ： 年度末 
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損益計算書 

 （千円） 

科 目 

X 年度 

（基準

年） 

X+2 X+3 X+4 X+5 X+6 X+7 X+8 X+9 X+10 X+11 

売上高 235,872 280,800 325,728 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 

売上原価 197,447 240,000 268,593 274,572 274,890 275,280 275,760 276,338 277,024 277,829 278,765 

売上総利益 38,425 40,800 57,135 79,852 79,534 79,144 78,664 78,086 77,400 76,595 75,659 

販売費・ 

一般管理 
35,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 

営業利益 2,742 ▲1,883 14,145 37,169 36,851 36,461 35,981 35,403 34,717 33,917 32,976 

営業総利益 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 

営業外費用 3,000 9,000 8,600 8,200 7,800 7,400 7,000 6,600 6,200 5,800 5,400 

経常利益 3,792 ▲6,833 9,902 33,019 33,101 33,111 32,631 32,853 32,567 32,162 31,626 

 注）施設整備費年度：X+1 年度 

   再編整備後の経営の開始年度：X+2 年度 
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損益計算書 

売上原価明細書 

（千円） 

科目 
×年度 

（基準年） 

X+2 X+3 X+4 X+5 X+6 X+7 X+8 X+9 X+10 X+11 

売上高 235,875 280,800 325,728 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 

（X 年度 100） 100.0 119.0 138.1 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 

             

（売上原価）            

人件費 117,489 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 

電力費 13,130 15,624 18,133 19,734 19,734 19,734 19,734 19,734 19,734 19,734 19,734 

水道光熱費 13,785 16,404 19,037 20,719 20,719 20,719 20,719 20,719 20,719 20,719 20,719 

補修修繕費 13,437 6,719 7,391 8,130 8,943 9,837 10,821 11,903 13,093 14,402 15,842 

消耗品費 2,121 2,524 2,929 3,188 3,188 3,188 3,188 3,188 3,188 3,188 3,188 

排水処理費 18,128 21,572 25,035 27,246 27,246 27,246 27,246 27,246 27,246 27,246 27,246 

租税公課 6,920 15,320 14,816 14,312 13,808 13,304 12,800 12,296 11,792 11,288 10,784 

減価償却費 9,495 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 

その他 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 

計 197,447 259,415 268,593 274,581 274,890 275,280 275,760 276,338 277,024 277,829 278,765 

 注）・固定費は「人件費」、「租税公課」、「減価償却費」とする。 

   但し、人件費は整備の必要額を計上、租税公課のうち固定資産税は減価償却費後の評価額とした。 

 ・変動費は「電力費」、「水道光熱費」、「消耗品費」、「排水処理費」とする。 
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エ．キャッシュフロー計算書の作成方法 

再編整備計画の財務計算書では損益計算書とともに、キャッシュフロー計算書を作成す

ることが必要である。 

損益計算書には、非資金科目である減価償却費が含まれているが、借入金の年返済金は

含まれていない。 

このため、キャッシュフロー計算書においては、非資金である減価償却費を削除し、借

入金の年返済金を加える。 

 （キャッシュフロー計算書の事例） 

  B 食肉センターの１０ｹ年間の損益計算書によりキャッシュフロー計算書を作成する。 
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キャッシュフロー計算書 

 

科目 
×年度 

（基準年） 

X+2 X+3 X+4 X+5 X+6 X+7 X+8 X+9 X+10 X+11 

（収入） 235,872 280,800 325,728 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 354,424 

（支出）            

売上原価支出 187,952 233,918 243,096 249,084 249,393 249,783 250,263 250,841 251,527 252,332 253,268 

販売費・ 

一般管理費支出 
35,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 42,683 

営業外収入 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 

営業外支出 3,000 9,000 8,600 8,200 7,800 7,400 7,000 6,600 6,200 5,800 5,400 

計 230,685 289,651 298,429 304,017 303,926 303,916 303,996 304,174 304,460 304,865 305,401 

収支差額 5,187 8,851 27,299 50,407 50,498 50,508 50,428 50,250 49,964 49,559 49,023 
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キャッシュフロー計算書 売上原価明細書 

（千円） 

科 目 
×年度 

（基準年） 

X+2 X+3 X+4 X+5 X+6 X+7 X+8 X+9 X+10 X+11 

（売上原価）                       

人件費 117,489 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 132,813 

電力費 13,130 15,624 18,133 19,734 19,734 19,734 19,734 19,734 19,734 19,734 19,734 

水道光熱費 13,785 16,404 19,037 20,719 20,719 20,719 20,719 20,719 20,719 20,719 20,719 

保守修繕費 13,437 6,719 7,391 8,130 8,943 9,837 10,821 11,903 13,093 14,402 15,842 

消耗品費 2,121 2,524 2,929 3,188 3,188 3,188 3,188 3,188 3,188 3,188 3,188 

排水処理費 18,128 21,572 25,035 27,246 27,246 27,246 27,246 27,246 27,246 27,246 27,246 

租税公課 6,920 15,320 14,816 14,312 13,808 13,304 12,800 12,296 11,792 11,288 10,784 

借入金の返済額 - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

その他 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 

計 187,952 233,918 243,096 249,084 249,393 249,783 250,263 250,841 251,527 252,332 253,268 
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（１１）施設整備投資に関するリスク分析及び妥当性の検証 

ア．リスク分析及び妥当性の検証の必要性 
 

 食肉処理施設の再編整備計画書を策定し、計画を実施する場合、施設の整備に必要な資金に

ついては金融機関から借り入れる場合が多く、安定した経営を継続するためには、借入金を返済で

きるだけの経常利益を得ることが必要となる。 

 このため再編整備計画の策定に当っては長期の損益計算書及びキャッシュフロー計算書を作成

し、借入金が返済できるだけの経常利益が得られるかを検証することが必要である。 

 しかし、再編整備計画の策定に当って作成する損益計算書やキャッシュフロー計算書は、再編整

備計画書作成時点の状況により作成したものであり、将来起こりうる変化を想定することができず

「安定した経営を継続する。」という再編整備計画を検証するためには、損益計算書やキャッシュフ

ロー計算書だけでは不十分である。 

 再編整備計算書策定時点では将来の食肉処理施設の経営について起り得る変化を想定した損

益計算書やキャッシュフロー計算書を作成することはできないことから、将来食肉処理施設で起り得

る変化をリスクとしてとらえ、安定した経営ができなくなるリスクを数値的に分析することにより再編整

備計画がより確実なものになる。 

 また、食肉処理施設の再編整備に当たっては国及び地方公共団体の補助金と金融機関の借入

金等により資金を調達し施設を整備することが多いが、国、地方公共団体等の説明のためにも投資

額が経営的にみて妥当であることを検証することが必要である。 

 施設整備投資に関するリスク分析や妥当性の検証に当たっては「費用対効果表」を作成すること

が必要となる。  
 

（ア） 再編整備計画書の策定に当たっては施設整備後の経営状況について損益計算書及びキ

ャッシュフロー計算書により再編整備後に安定した経営が継続できるかどうかについて

検証することとなる。 

損益計算書とキャッシュフロー計算書は、再編整備計画策定時点で作成することができる

状況の変化等再編整備後に起り得る経営上のリスクについては検証することができず、経営

上の問題を起こす可能性がある。 

また、施設整備が経営的にみて過大でないことを検証することで再編整備計画に関する国

及び地方公共団体及び金融機関等のステークスホルダーへの理解が得やすくなる。 

（イ） 経営問題を発生するケースとして、計画した処理頭数が確保できなく、計画した収益

が得られなくなったり、経費が大幅に増加した場合や経営計画に見合った投資が行われず、

借入金の返済等により経営が悪化する場合等がある。 
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（ウ） 食肉処理施設を取り巻く厳しい外部環境に対応して再編整備後の経営の安定を図るた

めには再編整備後の経営のリスクを分析し、リスクに対応できる経営体質を構築するとと

もに、施設整備計画に当っては経営に見合った施設整備内容であることが必要である。 

（エ） 再編整備計画の施設整備にあたっては食肉処理施設の事業目的を達成するために必要

なレイアウトの検討と伴に、経営の安定が図れるよう投資額についても検討することが必

要である。 
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イ． 再編整備後の経営のリスク分析及び施設投資額の妥当性の検証方法 
 

 食肉処理施設の再編整備計画の実施に当っては、多額の資金を投入し、多くのステークスホルダ

ーに直接、間接に影響することから、将来経営に悪影響を与える危険性（リスク）が起った場合、そ

の時点では対応できなくなる可能性があり、場合によっては経営が破綻する可能性がある。 

 したがって、再編整備計画のリスクの程度とそのリスクに対応できるかどうかを検証することが必要

である。 

 リスク評価の手法のひとつに「感度分析」と呼ばれるものがある。 

 「感度分析」はある前提に対して、その前提に変化が生じた場合、再編整備計画にどのような影響

があるのかを検討することにより、事業計画を評価する手法である。 

 食肉処理施設の再編整備計画のリスクの評価を行う場合、この「感度分析」によるリスク評価が有

効であると考えられる。 

 感度分析を行うためには、「費用対効果表」を作成することが必要である。 
 

（ア） 再編整備後の経営のリスクとは 

① 売上高が計画にどおりに達成できない場合 

② 売上や経営管理に要する費用が計画より増加した場合 

③ 再編整備に必要な施設投資額が計画より増加した場合 

④ 資金の借入金が計画より多くなった場合 

⑤ 資金の借入金の利息が計画より高くなった場合 

⑥ その他の経営の影響のある要因が発生した場合 等 

がある。 

再編整備計画の策定に当たっては外部環境の変化に対応した整備計画となっている場合

であっても、再編整備後の経営に起り得るリスクについては十分に検討できない。 

このため、再編整備後に起り得るリスクについて検討することで再編整備計画が確実な計

画になる。 

 

（イ）  また、施設整備額の妥当性の検証は、食肉処理施設の施設整備の水準が経営上妥当で

あることを検討し、国及び地方公共団体からの助成やステークスホルダーの資金の調達

に関する理解を得られるために必要であり、再編整備計画の策定に当っては妥当性の検

討が必要である。 
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ウ．費用対効果表の作成方法 
 

 食肉処理施設の再編整備後の経営リスク分析や施設整備投資の妥当性の検証は「費用対効果

表」を作成して行うこととなる。 

 費用対効果表は科目として「効果」、「費用」及び「正味キャッシュフロー」とする。 

 食肉処理施設の再編整備計画の策定の場合は「効果」は「売上高」、「費用」は「施設整備費」、

「売上原価」、「販売費・一般管理費」、「施設整備の借入金の支払利息」とし、「正味キャッシュフロ

ー」は「効果」から「費用」を差し引いた額とする。 

 費用対効果表の作成期間は施設・整備の総合対用年数とし、０年目は再編整備の施設投資額を

計上する。 

（ア）  費用対効果表は、施設への投資に対する効果をあらわした表であり、食肉処理施設

の再編整備のように全面的に新たな施設で事業を行う場合は、食肉処理施設のキャ

ッシュフロー計算書をそのまま活用できるが、食肉処理施設の整備において、と畜・

解体施設は既存の施設を利用し、新たに部分肉処理を整備する場合は、部分肉処理に

関するキャッシュフロー計算書を別途に作成し、このキャッシュフロー計算書を用

いることで、部分肉処理の費用対効果表は作成できる。 

   すなわち、費用対効果表は、新たな投資に関する費用対効果であり、既存の施設

に係る効果や費用は除外することに注意が必要である。 

（イ） 費用対効果表は次の様式により作成する。 

    「費用対効果表」 
        

科目 〇年目 1 年目 2 年目   ×年目 合計 

（効果）        

 売上高        

（費用）        

 施設整備費        

 売上原価        

 販売費・一般管理費        

 支払利息        

正味キャッシュフロー        
        

① １年目は再編整備後の経営開始年とし、０年目は施設整備が完了した年とする。 

② 施設整備費（自己負担額）は費用の施設整備費の科目の０年目に記入する。 

③ 作成する年月は施設の総合耐用年数とする。（総合対耐用年数は建物、機械、設備

の耐用年数を加重平均した年数とする。） 
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④ 科目は効果として「売上高」、費用として「施設整備費」、「売上原価」、「販売費・

一般管理費」、「借入金の支払利息」 

とし、正味キャッシュフローは「効果」から「費用」を差し引いた額を計上する。 

エ．事例による施設整備投資に関するリスク分析及び妥当性の検証の事例 

（ア） Ｃ食肉処理施設の現状 

Ｃ食肉処理施設では豚の受託によると畜・解体を行っている。 

収益の内容は豚のと畜・解体及び内臓処理に伴うと畜料と内臓処理料である。 

基準年度であるＸ年度の１日当りの平均と畜頭数は４２０頭、稼働日数２４０日、と畜

料金は２，０００円、内臓処理料金は３４０円である。 

 

Ｂ食肉処理施設のＸ年度の損益計算書 

 

（損益計算書） 

Ｘ年４月１日～Ｘ＋１年３月３１日 

（千円） 

科 目 金 額 備 考 

売上 

と畜料等収入 

売上原価 

売上総利益 

販売費・一般管理費 

営業利益 

営業外利益 

営業外費用 

経常利益 

 

235,872 

197,447 

38,425 

35,683 

2,742 

4,050 

3,000 

3,792 

 

と畜料（420 頭×240 日×2,000 円） 

内臓処理料（420 頭×240 日×340 円） 
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（売上原価明細表） 

（千円） 

科 目 金 額 備 考 

人件費 

電力費 

水道光熱費 

保守修繕費 

消耗品費 

排水処理費 

租税公課 

減価償却費 

その他 

117,489 

13,130 

13,785 

13,437 

2,121 

18,128 

6,920 

9,495 

2,942 

 

 

（イ） Ｃ食肉処理施設の事業計画 

Ｃ食肉処理施設では経営の改善を図るため、豚の部分肉処理事業を計画した。 

事業計画ではＸ＋１年度に部分肉処理施設を整備し、Ｘ＋２年度から次の表の頭数を処

理する計画を立てた。 

年度別豚のと畜頭数、部分肉処理頭数                  （頭） 

項 目 
Ｘ年度 

（基準年） 

Ｘ＋1 

年度 

Ｘ＋2 

年度 

Ｘ＋3 

年度 

Ｘ＋4 

年度 

Ｘ＋5 

年度 

Ｘ＋6 

年度 

Ｘ＋7 

年度 

と畜頭数 420 420 420 420 420 420 420 420 

部分肉 

処理頭数 
― ― 80 110 140 160 160 160 

 

部分肉処理施設に必要な投資額は２００，０００千円で、内部留保から１００，０００

千円を取崩し、残り１００，０００千円は市中銀行から年利息３％で返済期限１５年（元

金均等払）の条件で借入れた。 
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（ウ） 費用対効果表の作成 

Ｃ食肉処理施設は、Ｘ＋１年度に整備費２００，０００千円で部分肉処理に必要な部分

肉処理施設を整備することとしている。 

投資額２００，０００千円のうち、１００，０００千円は自己資金、１００，０００千

円は市中銀行（返済期限１５年、元金均等返済年利率３％）から借入た。 

部分肉処理施設の整備は自己資金２００，０００千円を使うことに対する投資額の妥当

性を検証するため、費用対効果表を作成する。 

費用対効果表は部分肉処理施設の総合耐用年数である１５年間について作成する。 

費用対効果表はキャッシュフロー計算書により作成する。 

内容は、効果として豚の部分肉処理施設の整備に伴う関連売上として、豚の部分肉処理

施設に伴う受託料金を計上する。 

また、費用は豚の部分肉の関連費を計上することとなるが、費用はキャッシュによる計

上となることに注意する必要がある。 

費用対効果は、投資の関連収益、関連費用のみが対象となる。 

 

部分肉処理業務の実施に伴う収益の推移 

（千円、頭） 

項 目 
Ｘ＋2年度 

（1年目） 

Ｘ＋3年度 

（2年目） 

Ｘ＋4年度 

（3年目） 

Ｘ＋5年度 

（4年目） 

Ｘ＋6年度 

（5年目） 

Ｘ＋7年度 

（6年目） 

部分肉 

処理頭数 

 

収益 

19,200 

（80頭× 

240日） 

57,600 

26,400 

（110頭× 

240日） 

79,200 

33,600 

（140頭× 

240日） 

100,800 

38,400 

（160頭× 

240日） 

115,200 

38,400 

（160頭× 

240日） 

115,200 

38,400 

（160頭×

240日） 

115,200 

注） １頭当りの処理料 ： 3,000 円 
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部分肉処理の売上原価の推移（キャッシュベース） 

（千円） 

項 目 
Ｘ＋2 年度 

（1 年目） 

Ｘ＋3 年度 

（2 年目） 

Ｘ＋4 年度 

（3 年目） 

Ｘ＋5 年度 

（4 年目） 

Ｘ＋6 年度 

（5 年目） 

人件費 

電気・水道光熱費 

消耗品費 

その他 

 

計 

32,000 

6,000 

3,000 

5,000 

 

46,000 

40,000 

8,250 

4,125 

5,000 

 

57,375 

48,000 

10,500 

5,250 

5,000 

 

68,750 

56,000 

12,000 

6,000 

5,000 

 

79,000 

56,000 

12,000 

6,000 

5,000 

 

79,000 

 

注）作業員数 ：Ｘ＋2 年度 8 名、Ｘ＋3 年度 10 名、Ｘ＋4 年度 12 名、Ｘ＋5 年度 14 名

とし、１人当りの年間人件費 4,000 千円とする。 

 人件費以外のその他は固定費（一定） 

 電気・水道光熱費及び消耗品費は変動費（売上高の変動割合により変動） 

 

 

借入金の年度別元金残高と支払利息 

（千円） 

年度 

 

区分 

Ｘ＋1 

（基準年） 

Ｘ＋2  

（1 年目） 

Ｘ＋3 

（2 年目） 

Ｘ＋4 

（3 年目） 

Ｘ＋5 

（4 年目） 

Ｘ＋6 

（5 年目） 

Ｘ＋7  

（6 年目） 

Ｘ＋8 

（7 年目） 

元金 

支払利息 

100,000 

 

93,400 

3,000 

86,800 

2,802 

79,800 

2,604 

73,200 

2,394 

66,600 

2,196 

60,000 

1,998 

53,400 

1,800 

年度 

 

区分 

Ｘ＋9 

（8 年目） 

Ｘ＋10 

（9 年目） 

Ｘ＋11 

（10 年目） 

Ｘ＋12 

（11 年目） 

Ｘ＋13 

（12 年目） 

Ｘ＋14 

（13 年目） 

Ｘ＋15 

（14 年目） 

Ｘ＋16 

（15 年目） 

元金 

支払利息 

46,800 

1,602 

40,200 

1,404 

33,600 

1,206 

27,000 

1,008 

20,400 

810 

13,800 

612 

7,200 

414 

0 

216 
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          費用対効果表           （千円） 

項 目 0 年目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目  

効果 0         

売上高 

費用 
 57,600 79,200 100,800 115,200 115,200 115,200 115,200  

施設費 ▲200,000         

売上原価  ▲46,000 ▲57,375 ▲68,750 ▲79,000 ▲79,000 ▲79,000 ▲79,000  

支払利息  ▲3,000 ▲2,802 ▲2,604 ▲2,394 ▲2,196 ▲1,998 ▲1,800  

正味キャッ

シュフロー 
▲200,000 8,600 19,023 29,446 33,806 34,004 34,202 34,400  

項 目 8 年目 9 年目 10 年目 11 年目 12 年目 13 年目 14 年目 15 年目 合計 

効果          

売上高 

費用 
115,200 115,200 115,200 115,200 115,200 115,200 115,200 115,200 1,620,000 

施設費         ▲200,000 

売上原価 ▲79,000 ▲79,000 ▲79,000 ▲79,000 ▲79,000 ▲79,000 ▲79,000 ▲79,000 ▲1,120,120 

支払利息 ▲1,602 ▲1,404 ▲1,206 ▲1,008 ▲810 ▲612 ▲414 ▲216 ▲24,066 

正味キャッ

シュフロー 
34,598 34,796 34,994 35,192 35,390 35,588 35,786 35,984 275,814 

 

注） ： 売上増加額は、部分肉処理の売上を計上 

 ： 施設費は、部分肉処理施設の投資額を計上 

 ： 売上原価は、部分肉処理に係る費用を計上 

 ： 支払利息は、借入金（100,000 千円）の年利息額を計上 

 ： 販売費・一般管理費は、部分肉処理の実施により増加する場合は増加分を計上する

こととなるが、この事例では増加額を 0 とした。 

Ｃ食肉処理施設は、新たな業務として部分肉処理業務を行った。 

２億円を投資した場合、投資した施設の償却年度後に２７５，８１４千円のキャッシュ

を増加することができるという結果となっている。  
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オ．リスク分析 

（ア） Ｃ食肉処理施設の施設整備計画に対する費用対効果表によるリスク分析は次のとお

りである。 

 

問－１ 「施設整備の投資額がどれだけ上がると事業計画は利益が出なくなるのか」 

 

答え  施設整備額２００，０００千円が４７５，８１４千円まで上がると利益が出なく

なる。 

すなわち、施設整備投資額が、１３８％増加すると利益がなくなる。 

（施設費 200,000 千円が 275,814 千円（正味キャッシュフローの合計）を加えた

額、475,814 千円を上回ると正味キャッシュフローの合計がマイナスとなる。） 

 

 

問－２ 売上原価がどれだけ増えると利益が出なくなるのか。 

 

答え  売上原価１，１２０，１２０千円が２７５，８１４千円増え、１，３９５，９３

４千円になると利益が出なくなる。 

すなわち、２４．６％増加すると利益が出なくなる。 

（売上高の合計 1,120,120 千円が 275,814 千円（正味キャッシュフローの合計

275,814 千円を加えた額 1,395,934 千円を上回ると正味キャッシュフローがマイ

ナスとなる。） 

 

問－３ 売上高がどれだけ下がれば利益が出なくなるのか 

 

答え  売上高が下がれば同時に費用も下がることから、この問に対してはＣＶＰ分析 

を活用することとなる。 

すなわち、利益が 0 となる売上高は次の式で表わされる。 

 

利益が 0となる売上高 ＝ 
計画上の固定費 

計画上の限界利益率 

 

利益の出ない売上高とは、計画上の利益が０となることである。 

平成ベースの売上高、費用（変動費、固定費）は下記の通りである。 
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売上高 

売上原価 

変動費 

 

固定費 

 

1,620,000 千円 

1,120,120 千円 

253,125 千円 

 

866,995 千円 

 

 

 

（1 年目～15 年目までの電気・水道光熱費及び消耗品費の合計） 

（1 年目～15 年目までの人件費、その他の合計） 

 

 

売上高１，６２０，０００千円を得るのに必要な費用１,１２０,１２０千円のうち、変

動費２５３,１２５千円、固定費８６６,９９５千円であるので、限界利益（売上高－変動

費）は１,３６６,８７５千円、 

限界利益率＝ （ 
限界利益 

） は０．８４３７４となる。 
売上高 

 

利益が０となる売上高は、 

 

固定費 
で表わされることから、 

限界利益率 

 

866,995 
＝ 1,027,562 千円 

0.84374 

 

売上高１，６２０，０００千円が１，０２７，５６２千円に減少した場合、すなわち

３６．６％減少した場合利益が出なくなる。 

したがって、次のいずれかの場合に事業計画は利益が出なくなる。 

 

○ 売上高が計画より３６．６％下回った場合 

○ 売上原価が２４．６％上がった場合 

○ 施設整備費が１３８％上がった場合 

施設整備に当っては、これらリスクが発生するかどうかについて検討することとなる。 

この事例では売上原価の上昇のリスクが問題となる。 
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カ．施設整備投資に関する妥当性の検証 

事業計画は感度分析を用いてリスク分析を行い、事業計画についてのリスクが少ないと判

断された場合、施設整備投資額の妥当性について検証を行う。 

施設整備投資額の妥当性の検証方法として次の方法がある。 

○ 投資収益率 

○ 回収期間法 

○ 正味現在価値法 

① 投資収益率 

投資収益率 ＝ 
年間平均利益 

×100 
投資の平均額 

事例で見てみると、 

年間平均利益は 
275,814 千円 

＝ 18,388 千円 
15 年 

 

投資平均額は 
200,000 千円 

＝ 100,000 千円 
2 

 

投資収益率 ＝ 
18,388 千円 

×100 ＝ 18.4％ 
100,000 千円 

この事業計画では投資額２００，０００円に対して、年利率１８.４％の収益が得られ

ることを示している。 

② 回収期間法 

施設整備に投資したキャッシュの回収期間はどれくらいかかるか、投資の適正を判断す

る方法である。 

事例の場合は事業開始後８年目でキャッシュの合計は２２８，０７９千円になり、８年

で回収できることとなる。 

回収期間の適正性の判断は事業実施者の思惑もあるが、回収期間が長くなると金融機関

の貸付条件が厳しくなる可能性がある。 
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③ 正味現在価値法 

正味現在価値法は将来の金額を現在の価値に置き換え評価する手法であり、次の式で表

わされる。 

現在価値 ＝ 
将来のキャッシュフロー 

 
（1＋資本コスト）年数 

資本コストが５％の場合、２年の１０，０００円の現在価値は次により表わされる。 

 
10,000 円 

＝ 9,070 千円 
（1＋0.05）2 

資本コストが６％の場合、事例の正味キャッシュフローの現在価値は次の通りである。 

（千円） 

年 度 正味キャッシュフロー 現在価値 備 考 

0 年目 

1 年目 

2 年目 

3 年目 

4 年目 

5 年目 

6 年目 

7 年目 

8 年目 

9 年目 

10 年目 

11 年目 

12 年目 

13 年目 

14 年目 

15 年目 

▲200,000 

8,600 

19,023 

29,446 

33,806 

34,004 

34,202 

34,400 

34,598 

34,796 

34,994 

35,192 

35,390 

35,588 

35,786 

35,984 

▲200,000 

8,113 

16,930 

24,723 

26,777 

25,409 

24,111 

22,878 

21,707 

20,596 

19,540 

18,539 

17,588 

16,685 

15,828 

15,015 

 

8,600／（1＋0.06） 

19,023／（1＋0.06）2 

29,446／（1＋0.06）3 

33,806／（1＋0.06）4 

34,004／（1＋0.06）5 

34,202／（1＋0.06）6 

34,400／（1＋0.06）7 

34,598／（1＋0.06）8 

34,796／（1＋0.06）9 

34,994／（1＋0.06）10 

35,192／（1＋0.06）11 

35,390／（1＋0.06）12 

35,588／（1＋0.06）13 

35,786／（1＋0.06）14 

35,984／（1＋0.06）15 

計 275,814 94,439  

注） 資本コストを６％とする。 

この現在価値法では、１５年間で９４，４３９千円のキャッシュが得られることを示して

いる。 
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現在の価値法は総合耐用年数期間のキャッシュフローがプラスであれば適正ということに

なる。 

施設整備に係る投資の是非を判断する手法として、３つの手法を示した。 

投資収益率、回収期間法は、投資先が複数ある場合にこの手法が使われる。 

また、正味現在価値法は、正味現在価値がプラスであれば投資が適正であることを説明

できる。 

利益の獲得を優先する場合は投資収益率で判断し、キャッシュフローを重視する場合は回

収期間法で評価することとなる。 

 

  



94 

 

４．食肉輸出を目的とする食肉処理施設の整備について 

食肉処理施設の再編整備計画の策定に当たって、食肉輸出を目的とする場合が多くなっている。

食肉を輸出する場合、輸出国別に食肉を輸出することが可能な食肉処理施設として国の認定を受け

食肉処理施設においてと畜・解体及び部分肉処理を行うことが必要である。輸出国別の認定を受ける

手続やその要件については、「それぞれの国別に定められた輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定要

綱」に基づきハード及びソフト面について認定に必要な整備を行い、認定手続を行うことが必要であ

る。 

食肉を輸出するためには食肉を輸出することが可能な施設として国の認定を受けた食肉処理施設

でと畜・解体、部分肉処理を行うことが必要となる。 

食肉処理施設が輸出可能な施設として認定を受けるためには、国別に定められた「輸出食肉を取り

扱うと畜場の認定要綱」に基づき認定を受けるための申請書を作成し、国に申請をしなければならな

い。 

国は申請書類の審査と現地調査を行い、要綱に定める要件を満たしている場合は認定することとな

る。 

設定の要件については輸出先の国ごとに定められており、要件の内容は国により異なる。認定の要

件の内容は「食肉衛生関係」と「家畜衛生関係」からなっており、「食肉衛生関係」は「と畜場等（と畜場

及び部分肉処理施設）関係」及び「食肉検査関係」からなっている。食肉処理施設が再編整備計画に

おいて食肉輸出を目的とした場合、再編整備計画の作成と直接関係する事項は食肉衛生関係のうち

「と畜場等関係」について認定の要件とされる事項を整備する必要がある。認定要件については国別

に定められているが、認定要件がもっとも厳しいとされる米国及び EU の「と畜場等関係」の認定の要

件について説明する。 

（１）米国へ食肉輸出を行うためのと畜場関係の認定要件（食肉衛生関係（と畜場等関係）） 

ア． と畜場等（と畜場及び食肉処理場（部分肉処理施設））は、対米輸出食肉の種類以外の家畜

をとさつ・解体及び分割する施設と完全に区画されていること。 

牛と豚のと畜・解体、部分肉処理を行っている場合、と畜・解体施設及び部分肉処理施設が壁

等で完全に区画されていることが必要である。枝肉を冷蔵庫に搬入する通路についても区画が

必要である。 

イ． 食肉処理場はと畜場に併設され、とさつ・解体から分割までが一貫して行われていること。 

と畜場と部分肉処理施設が併設され、コールドチェーンで連結されていることが必要である。 
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ウ． 施設・設備などは、別添１「施設・設備等の構造・材質米国基準」に適合するものであること。 

（ア）  「施設・設備等の構造・材質米国基準」（以下「米国基準」という。）は「施設の周囲」、「施

設・設備の構造・材質」及び「機械・器具の構造・材質」からなっている。この米国基準は、コー

デックス委員会の「食品衛生の一般原則の規範」に基づき作成された平成６年の厚生労働者通

達「と畜場の施設及び設備に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）とほぼ同じ基準

内容となっている。 

したがって、再編整備計画がガイドラインに基づき施設整備を行う計画である場合は、大部分

は米国基準を満たすことにもなるが、一部についてガイドラインと異なる事項があり、米国への

食肉輸出可能なと畜場等として認定を受けるための施設整備計画を作成する場合は次の点に

留意して施設整備計画を作成することが必要である。 

（イ） 米国基準の構成は「施設の周囲」、「施設・設備の構造・材質」及び「機械・器具の構造・材

質」からなっている。 

一方、ガイドラインは「食肉処理施設の施設を併設したと畜場の施設及び設備」及び「処理室

及び食肉処理業の設備に設定する機械器具の構造・材質」からなっているが、米国基準もガイ

ドラインも「施設・整備」、「機械・器具の構造・材質」の区分としている。 

a． 米国基準の「施設の周囲」の内容はガイドラインとほぼ同じであり設置場所は食肉処理

に悪影響を与えない場所であり敷地内の道路等は舗装し、排水溝を設ける等となって

いる。 

b． 米国基準の「施設・設備の構造材質」のうち「生体取扱施設」は「けい留所」、「生体検査

所」及び「隔離所」を設け「給水・給湯設備」、「床、屋根」、「けい留所の収容能力等」、

「生体検査所」の条件を規定しており、ガイドラインとほぼ同じ内容である。 

c． 米国基準の「とさつ・解体施設」は「床、内壁、天井等」、「照明及び換気」、「給水・給湯

設備」、「汚水及び汚物処理」、「器具洗浄・消毒室」、「ねずみ、昆虫等の侵入」を防止」、

「手洗所」、「更衣室」及び「便所」についての条件を規定している。ガイドラインの「処理

施設（米国基準のとさつ・解体施設）」は、「床、内壁、天井等」、「排水設備」、「給水・給

湯設備」、「照明」、「換気」、「機器の洗浄及び消毒設備」についての条件を規定してい

るが、米国基準で一般事項として規定している「手洗所」、「更衣室及び便所」について

はガイドラインでは「個別事項」で規定している。しかし、ガイドラインでは「ねずみ、昆虫

等の侵入防止については規定していない。 

d． 米国基準の個別事項の中でとさつ室に設ける施設として「とさつペン、ドライ・ランディン

グゾーン、放血区域、解体区域、検査区域」及び枝肉洗浄区域、内臓取扱室、外皮保

管室、枝肉冷蔵室についての条件を規定している。一方、ガイドラインでは個別事項と
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して汚染解体区画（スタニング場所から頭部切断区域）と清浄化区域（内臓摘出から背

割区域）、検査区域、内臓取扱室、外皮取扱室について規定している。個別事項は米

国基準とガイドラインが一部異なっており施設設備計画の作成に当たっては注意が必

要である。 

すなわち、米国基準では、ガイドラインに規定されていない「ドライ・ランディングゾーン」

と「放血区域」を設けることを規定している。 

ガイドラインでは、放血場所を設け、とさつペンで失神させられた牛を放血場所に搬出し、

この場所でステッキングし放血するとし、放血場所については「１頭毎に洗浄消毒できる

設備を設けるとしているが、米国基準ではとさつペンで失神させられた牛はドライ・ラン

ディングゾーンに排出され、この場所ではステッキングを行わず懸垂して、放血区域に

移動させこの場所で吊り状態でステッキング、放血することが条件となっている。一方、

ガイドラインでは、と畜・解体ラインを「汚染区域」と「清浄化区域」に設けることを規定し

ているが、米国基準では「汚染区域」と「清浄化区域」を設けることを要求していない。米

国への食肉輸出の認定を受ける場合はドライ・ランディングゾーンと放血区域を設けるこ

とについて注意が必要である。 

e． その他の米国基準では、放血区域及び解体ラインのレールの高さを数値で示している。

内臓取扱室は、米国基準では、「食用部分を取り扱う場所と非食用部分を取り扱う場所

を別にし」となっているが、これは、ガイドラインの「内臓内容物の除去を要する部分」と

要さない部分と同じである。枝肉冷蔵室については米国基準ではレールの高さを３．４

ｍ以上、壁、機械設備の間を０．６ｍ以上離すこととされており、注意が必要である。食肉

処理施設（部分肉処理施設）については米国基準とガイドラインはほとんど同じであり、

室内を低温（１０℃又は１５℃）に保持できる冷却装置が設けられており、製品保管用の

専用の冷蔵庫の設置や、包装梱包材料の保管について規定している。 

f． その他、器具洗浄・消毒室、手洗所、更衣室及び便所、汚水処理施設、汚物処理施設

については米国基準もガイドラインもほぼ同じ規定であるが、米国基準ではねずみ・昆

虫等の侵入防止対策として窓や吸排気口には金網等を設け、排水口には鉄格子を設

けることや外部からの戸口には自動閉鎖式の扉を設けることが規定されている。機械・

器具の構造・材質について、米国基準では、一般事項として食肉・食用内臓が接触する

部分の材質は１８-８のスランレススティール等か、プラスチックであることや設備の配置

方法、水を使用するテーブルの構造、ナイフの柄はプラスチックであること等が規定され

ている。また、個別事項として、足切り器、胸割り鋸について消毒器が設置されている等

が規定されている。 
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エ． とさつ・解体及び分割の取り扱いは、別添２「衛生管理基準」に適合して行われること。 

衛生管理米国基準は「施設・設備等の衛生管理」、「衛生的なとさつ・解体及び分割」、「衛

生管理体制」及び「人道的な獣畜の取扱い及びとさつ」からなっており４つの項目について規

定が設けられている。 

 「人道的な獣畜の取扱い及びとさつ」以外は食肉処理施設がＨＡＣＣＰシステムの構築に当

たってその作成が求められる前提条件である一般的衛生管理プログラムそのものであり、その

内容はコーデックス委員会の「食品衛生の一般原則の規範」に基づいて作成されていることか

らほぼ内容的に同じものである。 

「人道的な獣畜の取扱い及びとさつ」はアニマルウェルフェアの観点からの規定であり、ＨＡ

ＣＣＰシステムの前提条件としては取り上げられていないが、規定されている内容はすでにと

畜・解体技術の中で周知されていることである。 

オ． エを確実に実施するため、別表の１に掲げる内容のマニュアルが整備されていること。 

別表１に掲げるマニュアルは、「施設・設備の衛生管理マニュアル（就業後清掃、始業前点

検プログラムを含むもの。）」、「給水・給湯の管理マニュアル」、「排水処理マニュアル」、「廃棄

物処理マニュアル」、「そ族・昆虫防除マニュアル」、「とさつ・解体処理作業マニュアル」であり、

これらは、ＨＡＣＣＰシステムの構築に当たって前提条件として作成が必要とされる一般的衛生

管理プログラムそのものである。 

カ． 別添３「ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理実施米国基準」に定める「第１.標準作業手順書」、「第

２.大腸菌検査」及び「第３.ＨＡＣＣＰシステムを用いた自主衛生管理」を実施すること。 

「ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理実施米国基準」に定める「標準作業手順書」についてはＨＡ

ＣＣＰシステムの構築の前提条件とされる一般的衛生管理プログラムの中に衛生標準作業手順

書を定めることが必要となっており、米国基準の内容は一般的衛生管理プログラムの中で作成

することが必要となっていると畜・解体及び部分肉処理作業の衛生標準作業手順書そのもの

である。 

大腸菌検査はＨＡＣＣＰシステムによる衛生管理の効果を調べる上で必要となる手順であり、

米国基準では、「検体を採取する従業員の指定」、「検体採取場所」、「採取方法」、「検体採取

の枝肉検査結果の記録」、「検査結果及び評価」について規定している。 

（２）ＥＵへ食肉輸出を行うためのと畜場関係の認定要件（食肉衛生関係（と畜場等関係）） 

 ＥＵに食肉を輸出することが可能なと畜場等の認定要件は「食肉衛生関係」、「食肉検査関係」、

「家畜衛生関係」及び「動物福祉関係」についての各要件が定められており、これについての書類

及び現地審査が行われ認定されることとなる。 

 米国の認定要件では「動物福祉関係」は「家畜衛生関係」の中で「人道的な獣畜の取扱い及びと
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殺」の中で規定されている。ＥＵは「動物福祉関係」を重視しているのが特徴である。 

 ＥＵと米国への食肉輸出用と畜場等として認定を受けるための要件はほぼ同じであるが、次の事

項について要件内容についての違いがあるので留意が必要である。 

ア． 食肉衛生関係（食肉衛生関係（と畜場等関係）） 

（ア）  と畜場等に対ＥＵ輸出食肉の種類以外の家畜をとさつ・解体及び分割する施設と完全

に区画されていること。 

米国基準と同じ 

（イ）  食肉処理場はと畜場に併設され、とさつ・解体から分割までが一貫して行われているこ

と。 

米国基準と同じ 

（ウ）  施設・整備等は別添１「施設・整備等の構造材質基準」に適合するものであること。 

 米国基準と同じ 

（エ） と殺・解体及び分割の取り扱いは別添２「衛生管理基準」に適合して行われること。 

a． 冷蔵庫の管理についてもＥＵ基準は「食肉（枝肉を含む）の温度が７℃を超えないように保持す

る。」とされている。 

b． 食肉処理（部分肉処理）において、米国基準は「施設の室内を１０℃以下または困難な場合は１

５℃以下とし、処理作業中の５時間毎に製品に接触する機械・器具の表面を洗浄・消毒する。」と

規定されているが、ＥＵ基準では「食肉処理の温度を１２℃以下に管理するが、これと同等の方法

により食肉（枝肉を含む）の温度が７℃を超えないように維持すること。」と規定されている。 

（オ） （エ）を確実に実施するため、別表に掲げる内容のマニュアルが整備されていること。 

 米国基準と同じ 

（カ） 別添３「HACCP 方式による衛生管理実施基準」に定める「第１標準作業手順書」「第２微

生物の検査」及び「第３HACCPシステムを用いた自主衛生管理」を実施すること。 

a． 「標準作業手順書」 

米国基準と同じ 

b． 「微生物の検査」 

米国基準は「大腸菌の検査」となっているが、ＥＵ基準は「ＨＡＣＣＰシステムの効果を検証する目

的で「一般生菌数」、「豚用細菌群及びサルモネラ属菌」を検証することとされ、米国基準と同様

に「検体採取方法等」、「検査方法」、「検査結果の記録」、「検査結果及び評価」及び「検査の中

止」が規定されている。 

 なお、米国基準は、大腸菌の検査法として「大腸菌測定用プレート法（ＡＯＡＣ法）」としている

が、ＥＵ基準は国際標準化機構（ＩＳＯ）の定量分析法を用いることを規定している。 
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c． 「HACCPシステムを用いた自主衛生管理」 

米国基準と同じ 

d． 「衛生作業マニュアル」 

米国基準と同じ 

イ． 動物福祉関係 

EU 向け処理を行う牛に対してと畜場における搬入からとさつまでの間の施設・整備等及び

当該牛の取り扱いは別添５「動物福祉に関する基準」に適合して行われること。 

「動物福祉に関する基準」は「一般的事項」、「と畜場の設備等」、「と畜場における取り扱い」から

なっており、「一般的事項」で「動物福祉に関する内容のマニュアルの整備」をするとされ、「と畜場

の設備等」では「係留所及び通路にタラップを設ける場合は、牛の落下を防止するための設備を設

けること。」とされている。 

 また、「と畜場における取り扱い」では、米国基準と同様に係留家畜に対する給水、給餌の規定が

設けられている。 

 米国基準ではスタニングに関する規定が設けられているが、EU基準では「電気ショックの使用」、

「牛のロープを使用した係留、追込み」に関する規定が設けられており、角、鼻環又は両脚を拘束、

牽引等しないこととされることについて注意が必要である。 
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５．事例による食肉処理施設の経営分析 

（１）A 食肉処理施設の経営状況 

ア．A食肉処理施設の業務形態 

委託による牛、豚のと畜・解体 

 

イ．処理頭数 

(頭) 

区分 X X+1 X+2 X+3 X+4 備考 

      豚換算 

牛 2,270 2,290 2,130 2,010 1,840 牛×4 

豚 106,420 109,410 108,790 106,090 102,520  

豚換算 115,500 118,570 117,310 114,130 109,880  

 

ウ．と畜料金 

(円) 

区分 料金 内訳 

牛 15,575 
と畜・解体料 9,000 , 内臓処理料 4,200 , 

冷蔵保管料 800 , SRM処理料 1,575 

豚 2,845 と畜・解体料 2,000 , 内臓処理料 515 , 冷蔵保管料 330 

 

エ．職員数 

４３名（事務 6名、現業 37名） 
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オ．財務諸表 

（ア） 賃借対照表 

（千円） 

区分 X年度 X+1年度 X+2年度 X+3年度 X+4年度 

【資産の部】      

（流動資産） (242,257) (239,366) (171,835) (155,448) (140,064) 

現金及び預金 185,931 182,687 141,942 102,202 88,434 

売掛金 33,061 35,031 35,250 34,081 30,900 

未収金 16,936 16,644 16,197 14,439 15,387 

その他 6,329 5,004 5,446 4,726 5,343 

（固定資産） (597,946) (587,760) (578,951) (584,473) (597,719) 

有形固定資産 587,874 576,651 568,455 573,728 588,385 

建物機械等 103,950 92,727 84,531 89,804 104,464 

土地 483,924 483,924 483,924 483,924 483,924 

無形固定資産 622 539 467 1,254 1,084 

投資その他の資産 9,450 10,570 10,030 9,490 8,250 

資産合計 840,203 827,126 750,786 739,920 737,783 

【負債の部】      

（流動資産） (378,371) (313,322) (177,397) (118,303) (86,799) 

短期借入金 340,000 280,000 140,000 80,000 50,000 

未収金 24,160 20,918 23,454 25,739 25,022 

その他 14,211 12,404 13,943 12,566 11,777 

（固定負債） (52,847) (50,885) (54,437) (56,831) (50,784) 

退職給付引当金 51,195 48,755 51,340 53,734 48,059 

その他 1,658 2,120 3,097 3,097 2,725 

負債合計 431,219 364,207 231,834 175,223 137,583 

【資本の部】      

資本金 271,632 271,632 271,632 271,632 271,632 

利益余剰金 137,351 191,285 247,319 293,064 328,567 

資本金合計 408,983 462,917 518,951 564,696 600,199 

負債及び資本合計 840,203 827,126 750,786 739,920 737,783 
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（イ）損益計算書 

（千円） 

区分 X年度 X+1年度 X+2年度 X+3年度 X+4年度 

売上 348,460 356,910 352,738 342,860 328,982 

売上原価 278,364 303,696 293,467 297,831 293,723 

売上総利益 70,096 53,214 59,271 45,028 35,208 

販売費・一般管理費 42,988 41,822 44,058 37,676 37,258 

営業利益 27,107 11,392 15,212 7,352 △2,000 

営業外収益 20,120 19,871 19,552 18,401 17,538 

営業外費用 5,992 4,673 4,959 6,722 8,557 

経常利益 41,235 26,589 29,805 19,031 8,981 

特別利益 28,340 28,340 28,939 27,726 27,534 

特別損失 0 18 1,733 36 36 

税引前当期純利益 69,575 54,911 57,010 46,721 36,480 

法人税等 1,558 977 977 977 977 

当期純利益 68,017 53,934 56,034 45,744 35,503 

 

（ウ）売上原価内訳 

（千円） 

区分 X年度 X+1年度 X+2年度 X+3年度 X+4年度 

人件費 153,957 161,832 158,769 161,868 156,413 

電力費 18,723 20,469 19,390 19,071 18,758 

水道光熱費 20,003 22,008 17,852 18,688 19,693 

保守修繕費 14,430 21,494 19,197 21,698 19,198 

作業消耗品費 3,397 2,508 2,769 784 3,030 

環境保全管理費 19,114 22,951 23,699 22,510 25,898 

租税公課 11,086 10,906 9,464 10,002 9,886 

減価償却費 16,035 14,530 14,523 11,573 13,565 

営業雑費 21,618 26,994 27,699 29,634 27,281 

計 278,363 303,692 293,362 295,828 293,722 
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（２） 経営分析用損益計算書の作成 

区分 X年度 X+1年度 X+2年度 X+3年度 X+4年度 

売上 368,580 376,781 372,290 361,261 346,520 

変動費 78,171 93,473 86,907 89,875 87,960 

限界利益 290,409 283,308 285,383 271,386 258,560 

固定費 249,173 256,718 255,577 252,354 251,578 

(人件費) (179,749) (186,961) (185,203) (195,776) (178,767) 

(その他の経費) (69,424) (69,757) (70,374) (56,578) (72,811) 

経常利益 41,235 26,590 29,805 19,031 8,981 

  

 注） ・変動費及び固定費の科目 

   売上原価の内訳の中で 

変動費科目：  電力費、水道光熱費、保守修繕費、作業消耗品費、 

営業雑費 

固定費科目： 人件費、環境保全管理費、租税公課費、減価償却費 

  

  ・販売費、一般管理費及び営業外費用は固定費とする。 

  ・売上は、売上と営業外収益の合計とする。 
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（３）収益性分析 

区分 X年度 
X+1年

度 

X+2年

度 

X+3年

度 

X+4年

度 
備考 

総資本経常利益率 

        (％) 
4.9 3.2 4.0 2.6 1.2 

 経常利益  

 総資本  

売上高経常利益率 

        (％) 
11.2 7.1 8.0 5.3 2.6 

 経常利益  

 売上高  

総資本回転率(回) 44 46 50 49 47 
 売上高  

 総資本  

 

収益性を表す総資本経常利益率は X+3 年度、X+4 年度に低下し、収益性が悪化してきている。収

益性が悪化した原因を見るため、総資本経常利益率を、売上高経常利益率と総資本回転率に分解し、

悪化した原因を分析すると、営業活動に伴う利益率は X+2年度が 8.0%であったが、 

X+3年度５．３%、X+4年度 2.6%に減少している。 

 一方、総資本の活用効率である、総資本回転率は、各年度ともあまり変動がない。 

 以上のことから、収益性が悪化したのは総資本経常利益率の低下によるものである。すなわち、当

経営の固定費率は 70%程度であり、売り上げの減少が直接収益性の減少につながったことによるもの

である。 
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（４）生産性分析 

(% 千円) 

区分 X年度 X+1年度 X+2年度 X+3年度 X+4年度 備考 

総資本投資効率 34.6 34.3 38.0 36.7 35.0 
 付加価値  

 総資本  

労働生産性 6.754 6.589 6.637 6.311 6.013 
 付加価値  

 人員数  

資本集約度 19.540 19.235 17.460 17.207 17.158 
 総資本  

 人員数  

施設投資効率 279.4 305.5 337.6 302.2 247.5 
 付加価値  

 施設投資額  

労働装備額 2.417 2.156 1.966 2.088 2.429 
 施設額  

 人員数  

 

 事例の食肉処理施設は委託によりと畜・解体を行い、その対価としてと畜料を受け取ることにより成り

立っている。この経営の内で光熱水料費等の外部購入額を除いた、人・物によって生み出される産出

額が付加価値である。この付加価値が食肉処理施設の生産能力（生産性）を表すものである。 

 経営分析用損益計算費の限界利益が付加価値をなる。生産性は、総資本投資効率（付加価値/総

資本）で評価することになる。 

 事例の食肉処理施設は X+2年度をピークに生産性（総資本投資効率）は低下してきている。総資本

投資効率は、１人当たりの付加価値額を表す、労働生産性と、1 人当たりの資本投入額を表す資本集

約額に分け、分析することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総資本投資効率）  （労働生産性）  （資本集約度） 

付加価値額 
＝ 

付加価値額 
÷ 

総資本 

総資本 人員数 人員数 
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生産性が X+2 年度をピークに低下したのは資本集約度（１人当たりの資本投入額）は同じ水準であ

るが、労働生産性が低下してきているのが原因であり、生産性を維持するためには職員数の削減が必

要となることを示している。労働生産性は１人当たりの売上高と売上高に対する付加価値の割合を示

す付加価値率に分けて分析することができる。 

 

（１労働生産性）  （一人当たり売上高）  （付加価値率） 

付加価値額 
＝ 

売上高 
× 

付加価値額 

人員数 人員数 売上高 

 

職員数の削減を回避するためには、売上高を増加するのか付加価値率を増加するかが必要となる

が、と畜料を上げることは困難であり、労働生産性を上げるためには、1 人当たり売上高を増加するこ

とが必要である。 

 また労働生産性は、施設投資額に対する付加価値の割合を示す、施設投資効率と、人員当たり

の施設投資額を示す、労働装備額に分け分析できる。 

 

（労働生産性）  （施設投資効率）  （労働装備額） 

付加価値 
＝ 

付加価値 
× 

施設投資額 

人員数 施設投資額 人員数 

 

X+2年度以降、施設投資効率が低下していることが労働生産性の低下につながっていることがわか

る。 

事例の食肉処理施設は X+2 年度以降生産性の指標である総資本投資効率が低下してきているが、

その原因としては、労働生産性の低下デル、労働生産性の低下は、施設投資効率の低下が原因とな

っている。 

生産性を上げるためには、売上高又は付加価値率を上げることが必要となるが、委託によると畜・解

体の場合、付加価値率を上げるためには、と畜料金の値上げが必要となるが、と畜料金の値上げは競

争力の低下を招き、実現は困難であり、処理頭数を増加し、売上高を増加する必要がある。家畜の処

理頭数を増加できない場合は、食肉処理製品の販売等を行うことが必要である。 
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（５）採算性分析 

(千円  ％) 

区分 X年度 X+1年度 X+2年度 X+3年度 X+4年度  備考  

売上高 368,580 376,781 372,290 361,261 346,520    

限界利益 290,409 283,308 285,383 271,380 258,560    

限界利益率 0.7879 0.7519 0.7666 0.7512 0.7462 
 限界利益  

 売上高  

固定費 249,173 256,718 255,577 252,354 251,578    

損益分岐点

売上高 
316,250 341,425 333,390 335,934 337,146 

 固定費  

 限界利益率  

損益分岐点

比率 
85.8 90.6 89.6 93.0 97.3 

 損益分岐点  

 売上高  

経営安全率 14.2 9.4 10.4 7.0 2.7  
(100-損益分岐

点比率) 
 

 

経営の採案性は損益分岐点分析を行って評価する。損益分岐点は費用と同じになる売上高のこと

をいう。 

この損益分岐点が実際の売上高に対してどの位置にあるかを調べ、実際の売上高が損益分岐点

に比べ高い位置にある程、経営は安定しているということができる。 

事例の食肉処理施設の場合、損益分岐点と売上高の比率である損益分岐点比率は X+3年度以上

高くなっており、経営の安全性が損なわれてきていることを示している。すなわち、X+2 年度は売上高

が 10.4%下がらなければ赤字にならなかったのに、X+3年度は 7%、X+4年度は 2.7%売り上げが下がれ

ば赤字になることを示している。 

X+3年度以降、すなわち採算性が悪化傾向にあることを示している。 
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（６）安全性分析 

(％) 

区分 X年度 X+1年度 X+2年度 X+3年度 X+4年度    

自己資本比率 48.7 56.0 69.1 76.3 81.4 
 自己資本  

 総資本  

借入金依存率 40.5 33.9 18.6 10.8 6.8 
 借入金  

 総資本  

流動比率 64.0 76.4 96.9 131.4 161.4 
 流動資産  

 流動負債  

 

食肉処理施設の安全性は資金調達面と短期的な支払能力から評価する。 

資金調達面は、事故の出資割合を示す自己資本比率と、借金の割合を示す借入金依存率により

評価する。事例の場合、自己資本比率は X 年度では 48.7%であった。年々改善されてきており、X+4

年度は 81.4%となっている。これは総資本における借入金の割合が年々減少してきており、X 年度は

40.3%であったが X+4年度は 6.8%となっていることによるものである。 

短期的な支払い能力は年々改善されてきており X 年度は 64%であったが、X+4 年度は 161.4%とな

っている。事例の食肉処理施設は短期借入金を返済することで経営の安全性が向上したことを示して

いる。 
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（７）成長性分析 

 

区分 X年度 X+1年度 X+2年度 X+3年度 X+4年度 備考 

経
営
規
模 

人員増加率 100 100 100 100 100  

総資産増加率 100 98 89 88 88 

X年度

を１００

と し た

場 合

の 比

率 

売上増加率 100 102 101 98 94  

経
営
内
容 

売上総利益増加率 100 76 85 64 50  

付加価値増加率 100 98 98 93 89  

経営利益増加率 100 64 72 46 22  

自己資本増加率 100 113 127 138 146  

 

食肉処理施設は家畜頭数が減少傾向で推移する中で統廃合による処理頭数の増大以外は成熟

期又は衰退期にあるものと考えられる。事例の食肉処理施設の場合も、事業規模の拡大を行っていな

いことから、人員増加率及び総資産増加率も減少傾向で推移しており、売上高も減少傾向となってお

り、衰退期にあるものと考えられる。 

次に経営内容についてみてみると、売上総利益、付加価値とも売上高に比べ急激に減少しており、

食肉処理施設の経営状況を表す経営利益はさらに急激な減少となっており、このままの推移でいけ

ばいずれ経常利益が赤字になるものと考えられる。 

このような中で、経営の安全性といった観点からは改善が図られてきている。 

これは資本金の中の利益剰余金は、X 年度を 100 とすると X+1 年度 139、X+2 年度 180、X+3 年

度 213、X+4年度 239に増加したことによるものである。 

食肉処理施設が今後とも安定した経営を行うためには、付加価値を増加させ、安定経常利益を維

持することが求められ、このための投資が必要であることを示している。 
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（８）経営分析のまとめ 

 

食肉処理施設の再編整備計画の策定にあたって、食肉処理施設の経営分析を行う目的は、食肉

処理施設の過去３～５年間の財務諸表（損益計算書及び賃借対照表）により、経営の状況と動向を

「収益性」「生産性」「採算性」「安全性」及び「成長性」について分析することにより、経営上の「強み」と

「弱み」を把握するとともに、このままの状況で経営が行われた場合、どのような状況になるかを判断す

ることができる。 

事例の食肉処理施設は、牛と豚の委託によると畜・解体を行っており、規模的には小～中規模の処

理施設である。５年間に遡り、損益計算書を経営分析用損益計算書に作り直し、「収益性」「生産性」

「採算性」「安全性」及び「成長性」について分析を行った。 

儲ける力を表す「収益性」は、年々低下してきており、これは生産性の低下によるものであることが明

らかになった。また「収益性」及び「生産性」の低下により、経営の安定性を示す「採算性」は低下して

きていることがわかる。 

これらの原因は「成長性」が低下してきているものであり、このままの推移で行くといずれかの時点で

赤字経営となるのは必須であり、何らかの手を打つことが必要となっている。一方経営の安全性は向

上してきている。これは短期借入金の返済を進めたことと、自己資本金と利益余剰金を積み増すこと

によるものである。これは経営の安全性を強化するために、収益性の強化対策をしなかったこととなり、

赤字となれば資本金を取り崩すこととなることから経営の安全性が損なわれることとなる。 

 

 


